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令和３年度決算審査特別委員会（第５回） 

 

令和４年９月１３日（火曜日）午前 １０時００分開会   

   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○付託案件 

 認定第１号 令和３年度七飯町一般会計歳入歳出決算認定について 

 認定第２号 令和３年度七飯町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 認定第３号 令和３年度七飯町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

 認定第４号 令和３年度七飯町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 認定第５号 令和３年度七飯町土地造成事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 認定第６号 令和３年度七飯町水道事業会計決算認定について 

 認定第７号 令和３年度七飯町下水道事業会計決算認定について 

 

 １．各課の聴取について 

 ２．その他 

   ───────────────────────────────────────── 

○出席委員（１６名） 

  委 員 長   平 松 俊 一      副委員長   若 山 雅 行 

  委  員   横 田 有 一      委  員   池 田 誠 悦 

  委  員   田 村 敏 郎      委  員   稲 垣 明 美 

  委  員   畑 中 静 一      委  員   長谷川 生 人 

  委  員   上 野 武 彦      委  員   坂 本   繁 

  委  員   澤 出 明 宏      委  員   中 島 勝 也 

  委  員   川 村 主 税      委  員   江 口 勝 幸 

  委  員   川 上 弘 一      委  員   青 山 金 助 

   ────────────────────────────────────────── 

○欠席委員（０名） 

   ───────────────────────────────────────── 

○議長出席の有無    無 

   ───────────────────────────────────────── 

○出席説明員（７名） 

   農業委員会事務局長           赤 石   旭     農 林 水 産 課 長           村 上 宏 樹 

   商工労働観光課長           磯 場 嘉 和     土 木 課 長           笠 原 泰 之 

   都 市 住 宅 課 長           川 島 篤 実     上 下 水 道 課 長           池 田   晃 

   ───────────────────────────────────────── 

○本会議の書記 

   事 務 局 長           広 部 美 幸     書       記  山 本 翔 大 

   書       記  三 浦 蒼 生 
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午前 １０時００分 開会 

○平松委員長 皆さん、おはようございます。 

 ただいまより、令和３年度決算審査特別委員会

第５回目を開催いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 各課の聞き取り調査を始める前に、発言取消

し申出の件を議題といたします。 

 子育て支援課長から、９月１２日の会議にお

ける田村敏郎委員からの学童保育クラブについ

ての質疑に対する答弁中の発言について、議会

運営例規第１０４項の規定により、お手元に配

付のとおり、発言取消申出書に記載した部分を

取り消したいとの申出がありました。 

 お諮りいたします。 

 この発言取消しの申出を許可することに御異

議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○平松委員長 異議なしと認めます。 

 よって、子育て支援課長からの発言取消しの申

出を許可することに決定いたしました。 

 併せて、田村委員の再質問も削除することに御

異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○平松委員長 異議なしと認めます。 

 子育て支援課長より、発言の申出がありますの

で、これを許します。 

 子育て支援課長。 

○川崎子育て支援課長 ただいま発言の取消し申

出の件につきまして許可をいただき誠にありがと

うございます。 

 このたびの申出につきましては、私の不適切な

発言によるものであり、議員の皆様に多大な御迷

惑をおかけしましたことを深くおわび申し上げま

す。大変申し訳ございませんでした。 

 これからも職務、職責に精励してまいりますの

で、御指導、御鞭撻のほどよろしくお願い申し上

げます。 

○平松委員長 暫時休憩いたします。 

午前１０時０２分 休憩 

───────────── 

午前１１時００分 再開 

○平松委員長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 本日は、農業委員会、農林水産課、商工労働観

光課、土木課、都市住宅課、下水道課の予定で

す。 

 それでは、各課の聞き取りを行います。 

 初めに、農業委員会の審査を行います。 

 農業委員会事務局長、御苦労さまです。 

 決算書及び提出資料に基づき、説明をお願い

します。 

 なお、資料は事前に配付されておりますの

で、資料の事業決算の具体的内容については、

特段の説明がない限り、「記載のとおり」でよ

ろしいです。お願いいたします。 

 農業委員会事務局長。 

○赤石農業委員会事務局長 それでは、令和３

年度決算、農業委員会関係分の概要について説

明させていただきます。 

 一般会計において、農業委員会の業務は、６

款農林水産業費１項農業費１目農業委員会費の

みであります。 

 それでは、１目農業委員会費の決算状況につ

いて説明させていただきます。決算審査共通様

式ナンバー１となります。 

 一般会計、６款農林水産業費１項農業費１目

農業委員会費の当初予算額は８５１万７,０００

円で、補正予算額は４８万９,０００円、支出済

額は８９０万３,３３３円であります。不用額は

１０万２,６６７円となっており、執行率は９

８.９％となっております。詳細につきましては

記載のとおりとなっております。 

 御審議のほどよろしくお願いします。 

○平松委員長 ありがとうございます。 

 これより、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○平松委員長 ありがとうございました。 

 質疑を終わります。 

 以上で、農業委員会に対する審査を終了しま

す。 

 農業委員会事務局長、御苦労さまでした。 

 次に、農林水産課の審査を行います。 

 農林水産課長、御苦労さまです。 

 決算書及び提出資料に基づき、説明をお願いし
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ます。 

 なお、資料は事前に配付されておりますの

で、資料の事業決算の具体的内容については、

特段の説明がない限り、「記載のとおり」でよ

ろしいです。 

 それでは、農林水産課長、お願いします。 

 農林水産課長。 

○村上農林水産課長 それでは、農林水産課所

管の令和３年度決算を共通様式に従って説明さ

せていただきます。 

 共通様式ナンバー１、事業決算名、農業総務

費になります。事業の目的は、主に各種協議会

に対する負担金の支出を目的としているもので

ございます。当初予算額５４万５,０００円、補

正予算額マイナス８,０００円、予算現額５３万

７,０００円、支出済額５３万４,３８４円、不

用額２,６１６円、執行率９９.５％となってお

ります。 

 歳入、歳出の具体的な内容は記載のとおりで

す。 

 次に、共通様式ナンバー２、事業決算名、農政

公用車管理費になります。事業の目的は、農政

用務に係る公用車管理費であり、当初予算額２

９万３,０００円、補正予算額マイナス５万８,

０００円、予算現額２３万５,０００円、支出済

額１９万９３８円、不用額４万４,０６２円、執

行率８１.３％となっております。 

 歳入はなし、歳出の具体的な内容は記載のと

おりです。 

 次に、共通様式ナンバー３、事業決算名、農業

支援対策事業費になります。事業目的は、農業及

び農村振興に係る事業を推進することを目的と

しているもので、当初予算額３５２万５,０００

円、補正予算額５４０万円、予算現額８９２万

５,０００円、支出済額８８８万５,０７８円、

不用額３万９,９２２円、執行率９９.６％と

なっております。 

 歳入、歳出の具体的な内容は記載のとおりで

す。 

 次に、共通様式ナンバー４、事業決算名、経

営所得安定対策推進事業費になります。この事

業目的は、経営所得安定対策に係る事務の円滑

な実施のため、業務を推進する国策の補助事業

でございます。当初予算額４９３万６,０００

円、補正予算額マイナス６万４,０００円、予算

現額４８７万２,０００円、支出済額４７４万

４,４４８円、不用額１２万７,５５２円、執行

率９７.４％となっております。 

 歳入、歳出の具体的な内容は記載のとおりで

す。 

 次に、共通様式ナンバー５、事業決算名、土地

改良総務費になります。ここでは、土地改良事

業全般を円滑に推進するためのもので、当初予

算額３９万１,０００円、補正予算額６,９５９

万８,０００円、予算現額６,９９８万９,０００

円、支出済額６,９９８万８,０８４円、不用額

９１６円、執行率１００％となっております。 

 歳入、歳出の具体的な内容は記載のとおりで

す。 

 次に、共通様式ナンバー６、事業決算名、農

業施設維持管理費でございます。この事業目的

は、農業用施設の適正な維持管理を行うもの

で、当初予算額４７万４,０００円、補正予算額

マイナス５万２,０００円、予算現額４２万２,

０００円、支出済額４２万１,９１２円、不用額

８８円、執行率１００％となっております。 

 歳入、歳出の具体的な内容は記載のとおりで

ございます。 

 次に、共通様式ナンバー７、事業決算名、国

営農業基盤整備事業費でございます。この事業

目的は、国営農業基盤整備事業の円滑な推進を

図るもので、当初予算額７９万２,０００円、補

正予算額マイナス２万１,０００円、予算現額７

７万１,０００円、支出済額７７万９３７円、不

用額６３円、執行率１００％となっておりま

す。 

 歳入歳出の具体的な内容は記載のとおりで

す。 

 次に、共通様式ナンバー８、事業決算名、道

営農業基盤整備事業費になります。この事業目

的は、道営農業基盤整備事業の円滑な推進を図

るためのもので、当初予算２５万円、補正予算

額７０８万９,０００円、予算現額７３３万９,

０００円、支出済額７１８万６５３円で、不用
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額１５万８,３４７円、執行率９７.８％となっ

ております。 

 歳入、歳出の具体的な内容は記載のとおりで

す。 

 次に、共通様式ナンバー９、事業決算名、土

地改良公用車管理費でございます。土地改良事

業の円滑な推進のため、公用車の維持管理に係

るものでございます。当初予算額１８万５,００

０円、補正予算額マイナス３万１,０００円、予

算現額１５万４００円、支出済額１２万８,１５

２円、不用額２万５,８４８円、執行率８３.２

％となっております。 

 歳入はなし、歳出は、具体的な内容は記載の

とおりでございます。 

 次に、共通様式ナンバー１０、事業決算名、

城岱牧場運営費でございます。城岱牧場監視舎

の適正、円滑な維持管理運営費に係るものでご

ざいます。当初予算額１,０３１万円、補正予算

額マイナス８１万３,０００円、予算需要額５８

万１,０００円、予算現額１,００７万８,０００

円、支出済額９９９万３,７１８円、不用額８万

４,２８２円、執行率９９.２％となっておりま

す。 

 歳入、歳出の具体的な内容は記載のとおりで

すが、予備費より使用料及び賃借料へ５８万１,

０００円充当してございます。これは、１３節

使用料及び賃借料の予備費充当の経費でござい

ますが、城岱牧場では６月中旬以降、牧草管理

として、トラクターで牧草刈りをしてございま

すが、草刈り作業をしていていたところ、トラ

クターのＰＴＯ部品、いわゆる作業機械の動力

として取り出す機構が作動しない事象が発生い

たしました。内部品の欠けにより油圧が上がら

ないという不具合になりまして、修理期間は１

か月程度を見込むということになりました。ト

ラクターの使用不可能な状況では草刈り作業が

できませんので、草刈り作業が遅れるほど牧草

の生育に影響が出るということから、予備費の

対応として早急に借り上げを行ってものでござ

います。 

 次に、共通様式ナンバー１１、事業決算名、

町営牧場作業車管理費でございます。当初予算

１７０万６,０００円、補正予算額８１４万４,

０００円、予算現額は９８５万円で、支出済額

は２３６万４,６７６円、翌年度繰越額１４８万

円、不用額は５,３２４円となっており、執行率

は９９.８％です。 

 歳入はなし、歳出の具体的な内容は記載のと

おりですか、１７節備品購入費に翌年度繰越額

７４８万円があります。先ほど申し上げました

別のトラクターでございますが、エンジンが不

動となる故障があり、修繕費用の見積りが多額

となったため、検討の結果、次年度に新規購入

を予定しましたが、新型コロナウイルスの影響

により、発注から納品までの期間に長期間を要

することが想定されたことから、令和４年１月

の臨時会にて予算を補正させていただき、令和

３年度中に契約させていただいたところです。 

 なお、このトラクターにつきましては、令和

４年５月に納品され、現在使用させていただい

ております。 

 次に、項が変わり、林業費となります。 

 共通様式ナンバー１２、事業決算名、林業費

でございます。この事業目的は、林務行政の円

滑な推進のためのもので、当初予算２,１７５万

２,０００円、補正予算額マイナス３５０万３,

０００円、予算現額１,８２４万９,０００円、

支出済額１,７１１万１,８９０円、不用額１１

３万７,１１０円、執行率９３.８％となってご

ざいます。 

 次に、共通様式ナンバー１３、事業決算名、

町有林整備費になります。この事業目的は、町

有林の整備促進を図るためのもので、当初予算

額２,１０９万４,０００円、補正予算額マイナ

ス５１９万円、予算現額１,６７１万４,０００

円、支出済額１,６７１万３,５００円、不用額

５００円、執行率１００％となってございま

す。 

 なお、委託料から負担金、補助及び交付金へ

１,０００円の流用となってございます。 

 歳入、歳出の具体的な内容は記載のとおりで

ございます。 

 次に、共通様式ナンバー１４、事業決算名、

水産業費でございます。この事業目的は、内水
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面漁業振興を目的として執行しており、当初予

算額は８万９,０００円、支出済額は８万３,０

５０円、不用額は５,９５０円となっており、執

行率は９３.３％です。 

 歳入はなし、歳出の具体的な内容は記載のと

おりでございます。 

 次に、共通様式ナンバー１５、事業決算名、

農業等災害復旧事業費になります。当初予算額

は５０万円、補正予算額はマイナス５,０００

円、支出済額４９万５,０００円、不用額ゼロ

円、執行率は１００％となります。 

 次に、様式２、予算流用及び予備費充用の状

況、ナンバー１になります。 

 １段目ございますが、町営城岱牧場運営費、

維持管理を図るため、先ほど申し上げました１

３節使用料及び賃借料、重機借上料として予備

費より５８万１,０００円充用してございます。 

 ２段目、３段目でございますが、事業決算

名、農道等災害復旧事業になります。先ほど申

し上げました１２節委託料及び１３節使用料及

び賃借料から１２万５,０００円を流用、１５節

原材料から１２万円を流用しております。 

 次に、様式３、収入未済の状況、ナンバー１

になります。 

 初めに、１段目ですが、ここでは滞納繰越分

となります。生活困窮により収入額が非常に少

ない状態ですが、引き続き納付を要請してまい

りたいと考えてございます。北海道農業開発公

社から借り受けた肉用牛の事故賠償金と売払分

となってございます。 

 ２０款５項４目雑入、公社貸付肉用牛事故賠

償金１件の合計調定額８万３,２３９円に対し、

収入額計３万６,０００円、収入未済額４万７,

３２９円となっております。なお、未済に係る

具体的な理由といたしましては、生活困窮によ

る分割納付となってございます。 

 次に、１６款２項２目でございます。物品売

払収入、貸付肉用牛売払収入４件の合計調定額

１０１万７,０７１円に対し、収入額計３万６,

０００円、収入未済額９８万１,０７１円となっ

てございます。 

 なお、未済に係る具体的な理由といたしまし

ては、前段同様、生活困窮による分納となって

ございます。 

 続きまして、様式３、収入未済額の状況、ナ

ンバー２になります。国営土地改良事業受益者

負担金になりますが、下段の滞納繰越分６件、

３６７万４,５８６円の納付がありましたが、先

ほど同様、生活困窮が理由になりますが、引き

続き納付を要請してございます。 

 １２款２項２目農業負担金、国営土地改良事

業受益者負担金、３９件の合計調定額２,８７０

万３１４円に対し、収入額計、６件、３６７万

４,５８６円、収入未済額２,５０２万５,７２８

円、３６件となってございます。 

 なお、未済に係る具体的な理由といたしまし

ては、前段同様、生活困窮による分割納付と

なってございます。 

 以上で、農林水産課所管の令和３年度決算説

明について終わります。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

○平松委員長 ありがとうございます。 

 これより、質疑を行います。 

 上野委員。 

○上野委員 ２点ほどお願いします。 

 ナンバー１４なのですけれども、内水面漁業の

振興のためということで、ここでは予算が９万円

ほどです。この内容が、ほとんど道路補修工事と

いう内容でした。 

 それで、お伺いしたいのは、大沼の現状といい

ますか、内水面漁業の現状がどうなっているの

か、振興のためというけれども、具体的な振興策

が必要なのか必要でないのか、ここではよく分か

らないような状況になっていますので、漁業が今

どのような状況になっているのか、これについて

お伺いしたいというのが１点目です。 

 ２点目なのですけれども、様式３、資料ナン

バー２、収入未済額の状況の表を見ますと、最初

の滞納が始まったのが平成１５年ということで、

それから数えて、年数で言いますと約９年くらい

滞納がずっと発生した状態が続いて、納入も一部

ありますけれども、かなり長期間の滞納状況が発

生している状況なのですが、これについては、今

後どのような見通しで考えておられるのか、その
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辺についてお伺いしたい。 

 以上です。 

○平松委員長 農林水産課長。 

○村上農林水産課長 それでは、お答えしてまい

ります。 

 まず、ナンバー１４、水産の部分でございます

が、委員のおっしゃるとおり、こちらは内水面の

漁業振興のための予算でございます。予算で多い

のは原材料に係る予算でございますが、こちらの

ほうは、今回の部分といたしましては、じゅんさ

い沼のほうでワカサギ、ジュンサイ、そういった

ものを大沼の漁業者団体が漁業で活用してござい

ますが、そこまで行くのに、沼地の湿地でござい

ますので、沼と道路と間に国有地などがあり、湿

地帯になっているところがございますので、船着

き場まで行くのに、湿地でございますので、ぬか

るんで通りづらいという部分が多々あります。そ

ういったところに原材料を支給して、漁業を行え

るように町のほうで支援しているところでござい

ます。 

 具体的には、現在の状況としましては、漁業者

団体におかれましては、ワカサギ、エビ、ジュン

サイ、そういったものを年間を通じて営業されて

いるということで、額は少量でございますが、そ

ちらの団体と打ち合わせしながら予算を執行して

いる状況でございます。 

 続いて、様式３のナンバー２でございます。 

 こちらのほうは、国営土地改良事業に係る造成

費の負担金を毎年徴収してございますが、造成費

でございますので、できるだけ多く支払っていた

だけるように、毎年、対象の方には要請している

状況でございます。引き続き、できる限り支払っ

ていただきたいということで、これからも取り組

んでいきたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

○平松委員長 上野委員。 

○上野委員 今回の道路に関しては、じゅんさ

い沼の環境整備という形だということなのです

が、大沼の内水面漁業というとエビだとかワカ

サギだとか、従来はコイがありましたけれど

も、寄生虫の問題でコイだとかフナは、現在は

漁業としての対象にはなっていないと思います

けれども、ワカサギとかエビに関してはどんな

実態なのか、漁業者が実際にいて、漁業をやっ

ているのかどうかもよく分からないので、その

辺の実態についてもう少しお知らせいただきた

い。 

 それから、二つ目の様式３、これに関して

は、土地改良事業を実施したけれども、その負

担金がなかなか払い切れないと。生活困窮にあ

るという状況だということなのですが、土地改

良事業によって実施した土地はどのように活用

されて、本来の目的が達成されなかったのかど

うか、現状、その土地はどういう状況になって

いるのか、その辺お知らせください。 

○平松委員長 農林水産課長。 

○村上農林水産課長 それでは、まず水産のほう

でございます。 

 こちらのほうは、手元に資料を持ち合わせてご

ざいませんが、毎年農業者団体のほうから総会資

料などを頂きながら内容のほうを確認させていた

だいてございます。毎年団体の長の方と私も何度

かお話ししたりする機会がございますが、漁業を

されている方もだんだん高齢になってきていると

いうお話は聞いてございますが、今でも、そう

いった中でも取り組んでいらっしゃるという形で

お話は聞いてございます。現在でも漁業団体の方

に、今、詳細は手元に持っていないのですが、活

動はされております。 

 次に、様式３のほうでございますが、現在、対

象になっている土地でございますが、状況といた

しましては、その方がほかの方に貸し付けして利

用されていたり、また、現在利用されていないと

いうところもあります。状況としてはまちまちに

なりますが、なるべく活用していただけるように

と思ってございますが、なかなか、相手があるこ

とですので、難しい状況になってございます。 

 以上でございます。 

○平松委員長 上野委員。 

○上野委員 答弁いただいているのですけれど

も、ナンバー２のほうです。本来の目的は、土地

改良事業ということで実施しておりますけれど

も、これは農地としての開発なのですか、それと

も牧草地として開発が行われたのか、その辺、現
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状の利用も含めて、もう少し分かるようにお願い

したい。 

○平松委員長 農林水産課長。 

○村上農林水産課長 現状としては、牧草とし

て、本人ではなく、貸して利用している場所もご

ざいます。基本的には、農地として造成してござ

いますので、元の造成といたしましては、野菜類

を作ったりとか牧草地に利用したりとか、そう

いった考えでやられている事業でございますの

で、使い方については、委員おっしゃるように牧

草地で利用している部分もございます。 

 以上でございます。 

○平松委員長 ほかに質疑はございませんか。 

 池田委員。 

○池田委員 ナンバー１３の町有林整備促進の委

託事業なのですけれども、町有林、面積はどのぐ

らい扱っているのだろうか、金額に相当する面

積。今分からなかったら後で書類でも。 

○平松委員長 農林水産課長。 

○村上農林水産課長 面積でございますけれど

も、いろいろ事業をやってございまして、全体で

１１８ヘクタール程度でございます。 

○平松委員長 青山委員。 

○青山委員 ナンバー１０、城岱牧場の死亡牛、

１頭だと思うのですけれども、見舞金５万円出て

いるのですけれども、死んだ原因が分かっていれ

ば教えてほしいというのと。 

 １１です。令和３年の決算ですので、城岱牧場

に行っている職員の人数、３年時点では何人で、

令和４年の今の現状と人数を教えてください。 

 以上、２点。 

○平松委員長 農林水産課長。 

○村上農林水産課長 まず、死亡牛の関係でござ

います。こちらのほうは、令和３年度、１頭の死

亡牛がございまして、原因といたしましては、獣

医に診ていただくのですが、原因としては不明で

ございまして、突然死ということでなってござい

ます。牛もそういったことがあるということで、

原因としては、そういう状況で、特定の病名など

はございませんでした。 

 あと、城岱牧場の人数の関係だったのですが、

令和３年度は４名で運営してございまして、令和

４年度は４名プラス、パートの職員の方も１名お

りますので、人数としては、毎日パートの方はい

らっしゃいませんので、４名プラス、パートの方

という状況でございます。 

 以上でございます。 

○平松委員長 ほかに質疑はございませんか。 

 横田委員。 

○横田委員 同じく１１の役務費の保険料１６万

６,５９０円とあるのですけれども、年間の保険料

という考え方でいいのかということ。 

 あともう１点は、様式３の収入未済額の状況の

ところの下の段に、未済に係る具体的説明と書い

ているのですけれども、生活困窮による分割納付

と、全部同じと出ているのですけれども、入金に

なっているところは６か所少ないのだけれども、

間違いでいいということでいいのか確認をお願い

します。 

○平松委員長 農林水産課長。 

○村上農林水産課長 まず、牧場の役務費の保険

料でございます。こちらのほうは年間分の保険料

となります。 

 様式３につきましては、記載の仕方でございま

すけれども、全体に〃〃、同じという印をつけて

ございますが、その年度に当てはめて、古い年度

で納めたりしていますので、記載の仕方が紛らわ

しいかと思いますが、内容といたしましては、同

じ方が納めているという形になります。 

 以上でございます。 

○平松委員長 横田委員。 

○横田委員 ナンバー１１の保険料ですけれど

も、城岱というのは、稼働しているのは夏場だけ

だと僕は思っていたのですけれども、夏場だけ

だったなら半年だけの保険料でいいと思うので

す。我々民間人だったら、除雪車なんか持ってい

ると、夏場は動かさないから保険屋に夏場の分を

解約して、また秋に入って春で解約とやっている

のですけれども、使わないときは解約して、少し

でもお金を、税金でありますので、今後改善する

気持ちがあるのかどうか、１点だけお願いしま

す。 

○平松委員長 農林水産課長。 

○村上農林水産課長 委員のおっしゃるとおりだ
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と思ってございます。中にも城岱牧場で使ってい

る機材も、冬場に土木課と連動しながら使ってい

る機材もございます。ただ、使っていない機材に

関しては、金額の関係があると思いますので、そ

の辺を確認しながらやっていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○平松委員長 ほかに質疑はありませんか。 

 川村委員。 

○川村委員 共通様式のナンバー１０で、先ほど

青山委員よりお話のあった亡くなった牛の関係

で、役務費の手数料で１万１,０００円、先ほどの

説明でいくと、原因不明で亡くなったということ

だったのですけれども、その下の２１に、補償費

のほうで事故見舞金で５万円計上されているので

すけれども、通常、こういう場合というのは、あ

くまでも町側のほうの責任でこういうものを補償

するみたいな契約内容になっているのか、その辺

を説明してください。 

○平松委員長 農林水産課長。 

○村上農林水産課長 今回、役務費のほうに手数

料として１万１,０００円ありますが、これは、死

亡した牛の火葬場に対する処理の負担、手数料で

ございます。委員おっしゃるように、町営牧場の

ほうでお預かりしている牛に関しては、規定を設

けまして、こういった場合にはこの金額の事故牛

見舞金をお支払いしますという規定を設けまし

て、運用している状況でございまして、今回に関

しましては、この金額、５万円の適用の部分とな

りましたので、この金額を事故牛見舞金として支

払いしている状況でございます。 

 以上でございます。 

○平松委員長 川村委員。 

○川村委員 例えば町側の不手際で亡くなって、

補償しますというのは分かるのですけれども、突

然死までの部分が町側で負担しなければならない

ものなのか、その辺がどうなのかと思う。今、事

故見舞金となっているのですけれども、例えばト

ラクターにぶつかったとか、何か事故があって死

んだというのならまだ分かるのですけれども、突

然死という部分がどうなのかなと、その辺が補償

の対象になるものなのか、規約が今分からないの

で、その辺をもうちょっと説明してください。 

○平松委員長 課長、保険適用ということではな

くて、町のほうで払ったという意味なのですか、

その辺をきちっと説明していただきたいなと。 

 農林水産課長。 

○村上農林水産課長 こちらのほうは、突然死、

獣医に診ていただいたときの状況でございまし

て、実際は、牛が亡くなるときの状況というのは

誰も確認はできていませんので、確認したときに

は動かない状況でいましたので、獣医を呼んで状

況を確認していただいたところでございます。状

況といたしましては、所見としまして、そういっ

たことでございます。牛の中には、牛同士がぶつ

かったり何かして亡くなるというようなこともあ

りますので、獣医の診立上、そういったことでご

ざいまして、ただ、ルールといたしましては、城

岱牧場の中で死亡した場合の状況にもよると思う

のですが、今回のような状況であれば、事故牛見

舞金の対象であるというルールとしてあります。 

 基本的には、お預かりして牛の状況を見守りし

ているということでございますので、特定の原因

がつかめないという場合であっても、死亡してい

るという事実を捉えて、このような対応をしてい

る状況でございます。 

 以上でございます。 

○平松委員長 よろしいですか。ほかには。 

 田村委員。 

○田村委員 １点だけ、ナンバー１２に該当する

のではないかと思いますけれども、森林経営管理

者意向調査を実施していると思うのですが、その

調査の実施内容と意向結果を教えていただきたい

と思います。 

○平松委員長 農林水産課長。 

○村上農林水産課長 意向調査の件でございま

す。これは、平成３０年に森林経営管理法が施行

されたことによりまして、権限に属する森林につ

きましては、森林所有者の責務として森林の維持

的管理を行うということが明確になったところで

ございますが、それに伴いまして、適切な経営維

持管理を実施していないと思われる人工林所有者

に対しまして意向調査を始めておりまして、令和

２年度から順次行ってきたところでございます。 

 令和３年度まででございますと、令和２年度と
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併せて約１８０名の方に対しましてやってござい

まして、その中から今ところ約８０名の方が回答

ございまして、これまでどおり所有者よる経営管

理をしたいという方や森林整備の委託を検討した

いという方や、売買を希望しているといったよう

な方となってございます。 

 今後も引き続き調査を続けていくということに

なる状況でございまして、現在の状況は、今のと

ころそのような形でございます。 

 以上でございます。 

○平松委員長 田村委員。 

○田村委員 令和２年、令和３年度で１８０名対

象に、そのうち８０名回答で、このまま維持した

いとか売買したいとか、委託に出したいという回

答が出たということなのですけれども、これに対

して、町としてはどういった対応策を取っていく

のか、もし考えあれば、それも併せて教えていた

だきたいと思います。 

○平松委員長 農林水産課長。 

○村上農林水産課長 具体といたしましては、効

率的な森林の施業となりますよう、森林所有者団

体の経営計画に入っていない場合は、そちらに誘

導や森林の土地ごと所有する意向のある民間事業

などの紹介などが対応として考えられますので、

そういった方向で進めている状況でございます。 

 以上でございます。 

○平松委員長 田村委員。 

○田村委員 ちょっと私、理解できない。要は町

としては、民間の森林経営者のような人を、町と

しては、継続したいとか委託したいとか、あるい

は売買したいとか、そういう意向を踏まえて、町

としてはさらに拡大するという気持ちはあると思

うのですが、具体的に、そういう意向を踏まえな

がら経営管理の対策みたいな、例えば年次計画だ

とか、５年計画あるいは１０年計画みたいなもの

で、１０年後にはこういったような、意向を踏ま

えて、町としては民間の林業政策はこうしたいと

いう、何かそういう展望をお持ちかどうか、そこ

ら辺だけちょっと。 

○平松委員長 農林水産課長。 

○村上農林水産課長 今の委員おっしゃることで

ございますと、まず、第１には、森林所有者が管

理を行うということが第１として考えてございま

すので、先ほど申し上げました森林所有者団体の

経営計画、そちらがどういった計画でやっていく

という内容になるのですけれども、そこに入って

森林の整備をしていくという方向に誘導したいと

いう考えでございます。 

 そうすることによりまして、経営計画に従っ

て、森林所有者が森林管理をしていただけるとい

う考えでございますので、まずは所有者の維持管

理の責務の観点から、そういったことを第１に考

えてございます。 

 以上でございます。 

○平松委員長 ほかに質疑はありませんか。 

 畑中委員。 

○畑中委員 何点か教えてください。 

 ナンバー３なのですけれども、まず、酪農ヘル

パー事業利用補助金１７６万４,９３８円(１７件)

となっていますけれども、利用した件数だと思う

のですけれども、私、ふだん酪農の一部の人です

けれども、見ているのですけれども、大変な仕事

だなと。例えば、牛の場合は生き物なので、ほと

んど手を放すわけにいかないのです。何かいろい

ろな用事があったときにヘルパーを使うのですけ

れども、ヘルパー自体、１７件の利用者なのだけ

れども、本来であればまだまだ、何かの用事で使

いたいという部分もあるのではないかという思い

はしているものですから、例えばこの１７件のう

ち、酪農ですと、大規模な酪農というと大沼地区

なのです。峠下というのはどっちかという小規模

な酪農経営者が多いのではないかと思うのです。

この１７件の内訳というのでしょうか、例えば大

沼地区が５件です、あと１２件は峠下ですとか、

そういった資料というか、お分かりになります

か。まずそれが１点。 

 今、酪農部分については、百七十何万円、大体

いつも同じような額なのですけれども、この予算

規模でいいのかどうか、その辺もお答えいただけ

たらと思うのです。 

 それから、そのずっと下に北海道農業次世代人

材投資事業補助金１５０万円、これは多分新しい

農業の起業家に対して、農業を新しく始める人に

対して出している補助金かと思うのですけれど
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も、出すからには、いろいろな審査基準というの

ですか、これに該当する基準があると思うので

す。基準と、もう一つは、どの地域に今回該当者

がいたのか、農業でもどんな業種の方だったの

か、もし分かりましたらお願いします。 

 それと、その下の強い農業担い手づくり総合

支援交付金というのがありますけれども、確か

にこれからの農業というのは、非常に強い農業

をつくっていかなければならないというのは十

分理解できるのですけれども、交付金を出すに

当たって、どういう名目で、事業の内容はどう

いったものなのか、この辺についてお分かりに

なりましたらお知らせいただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○平松委員長 農林水産課長。 

○村上農林水産課長 まず、酪農ヘルパーの関係

でございます。利用されている方の地域的なこと

でございますが、今回、令和３年度に至りまして

は、内容的には、大沼地域の方が１７名利用され

ているということでございます。 

 北海道農業次世代人材投資事業補助金でござい

ますが、こちらのほうは、事業といたしまして

は、最大５年間、年間１５０万円の補助を受けら

れるということでございます。 

 今回の令和３年度の１５０万円に関しまして

は、個人の方お１人です。地区といたしまして

は、鳴川地区の方になりまして、圃場に関しては

別なところにあるのですけれども、住所は鳴川地

区の方でございます。 

 こちらの要件はいろいろありまして、前年度の

所得などを見ながら事業計画を立てていただきま

して、事業の内容に沿って、対象になるかならな

いかというのはあるのですが、今回この方が対象

になったという形でございます。基本的に通算５

年受けられるのですが、この方は１年目のときに

は要件に合致しておりませんので受けられなかっ

たのですが、今回、令和３年度は、２年目に受け

られる対象ということで、事業の中身に合致でき

ましたので、２年目は受けたという形でございま

す。 

 ３点目、強い農業担い手づくり総合支援交付金

でございます。こちらは、中心経営体が融資機関

を活用して農業機械等を導入する場合に、融資残

額の自己負担分につきまして、３００万円を限度

に、事業費の３割以内で助成されるというもので

ございまして、こちらは、対象が２経営体でござ

いました。こちらはそういったルールの下に行わ

れている事業でございます。 

 以上でございます。 

○平松委員長 畑中委員。 

○畑中委員 今、説明いただいたのですけれど

も、もう１回お尋ねしますけれども、酪農ヘル

パーについては、全てが大沼、１７件が大沼の利

用と聞こえたのですけれども、まずそれが一つ

と。 

 もう一つは、次世代人材投資事業補助金１５０

万円については、毎年１５０万円出るかのように

聞こえたのですけれども、そんなに出るものなの

ですか、毎年出るのですか。同じ方に毎年なので

すか、それを確認したいです。 

 以上です。 

○平松委員長 農林水産課長。 

○村上農林水産課長 まず、酪農ヘルパーの関係

でございますが、令和３年度に関しましては、１

７名の方は、トンネルから向こうの大沼地区、全

体です。委員おっしゃるように、トンネルからこ

ちらのほうにもそういった対象の方はいらっしゃ

いますけれども、令和３年度に至りましては、そ

ちらの地域の方が申請してきているということで

ございましたので、そういった中身となってござ

います。トンネルからこちらの方も利用するよう

な事業をされている方はいらっしゃいますが、今

回、申請はなかったということでございますの

で、御理解願いたいと思います。 

 先ほどの北海道農業次世代人材投資事業補助金

でございますが、毎年の話でございまして、５年

間が限度なのですが、毎年でございます。基本的

な考え方といたしましては、まず、農業初心者と

言ったらあれですけれども、始めたばかりで、農

業で所得をなかなかすぐには上げられないという

考えの下に、まず事業としてはありまして、た

だ、担い手として農業を始める方に、初心者の方

は不安もあると思うのです。生活がありますの
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で、始めたときにすぐ所得を上げられないという

ことが大部分でございます。そういったことで、

所得の中も見ながら、対象になれば、毎年、５年

間１５０万円限度に支出しているという、この方

の場合は対象になっているということでございま

して、今回、実績としまして１５０万円支出して

いるということでございます。 

 以上でございます。 

○平松委員長 畑中委員。 

○畑中委員 答弁漏れというか、酪農ヘルパーに

ついては、毎年１７０万円程度のものなのだけれ

ども、予算が足りないとかいうことはないでしょ

うか、その辺、最後に。 

○平松委員長 農林水産課長。 

○村上農林水産課長 失礼いたしました。 

 そういった形で、この辺は利用状況を見なが

ら、酪農の振興に係る部分としまして、状況を見

ながら予算立てしている状況でございますので、

御理解願いたいと思います。 

 以上でございます。 

○平松委員長 ほかに質疑ありませんか。 

 川上委員。 

○川上委員 予算の流用関係について確かめてお

きたいのですけれども、ナンバー１５、農道災害

復旧事業、１２番、委託料４９万５,０００円取っ

ていますけれども、まず初めに、これの発注時期

と工期を教えてもらえますか。 

○平松委員長 暫時休憩して、１１時１０分より

再開いたしますので、お願いいたします。 

午前１１時００分 休憩 

───────────── 

午前１１時１０分 再開 

○平松委員長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 川上委員の質問に対する答弁より行います。 

 農林水産課長。 

○村上農林水産課長 まず、この状況でございま

すが、令和３年１１月９日の大雨によりまして、

大川１１号線の排水路災害復旧業務ということで

委託しているものでございますが、委託期間とい

たしましては、令和３年１１月９日から令和３年

１１月１９日までを委託期間といたしまして、発

注してございます。ここは土木課と共同で予算を

活用しながら発注している状況になってございま

す。 

 以上でございます。 

○平松委員長 川上委員。 

○川上委員 今、工期的なものを聞きましたけれ

ども、１１月１９日に完了、そこまでの工期を

取っていると。年度末に向かって４か月半ぐらい

期間が残っているわけでございます。災害復旧と

いうことで、緊急を要するということで、今回は

原材料費と１３の使用料及び賃借料を流用して委

託料に振り替えれば間に合うから委託料１本で発

注したという考え方だと思うのですけれども、私

が思うに、まず、まだ４か月半ある間に、１３節

の使用料及び賃借料、１５番の原材料費、これを

使用する可能性はかなりあるわけなのです。です

から、ここで１回予算を流用してゼロにしてしま

うと、１３節、１５節を使うようになった場合、

ここで今度補正しなければ駄目になってしまう。 

 こういうやり方ではなくて、災害復旧で緊急性

があるというのは分かりますけれども、予算の組

立てとすれば、使用料及び賃借料の１２万５,００

０円、原材料費の１２万５,０００円はこのまま残

しておいて、委託料で不足が生じた２４万５,００

０円を専決処分で行うと。あくまでも使用料及び

賃借料、原材料費は今後のために残しておいて、

委託料が増えたのであれば、専決処分で事業を実

施するというやり方があると思うのですけれど

も、もし使用料及び原材料費のほうに発生が生じ

た場合は、今度は予備費対応ということになりま

すので、そういうやり方よりも、予算は予算とし

て残しておいて、足りない部分を補正すると、専

決でやるという考えのほうが私はいいのではない

かとちらっと思ったのですけれども、その辺の発

注の考え方についてお聞きしたいと思います。 

○平松委員長 農林水産課長。 

○村上農林水産課長 確かに予算の使い方といた

しましては、川上委員のおっしゃるとおりだと思

います。ただ、このときは、災害ということで、

すぐ対応が必要だということで、流用しながら事

業を進めたという経緯でございます。委員のおっ

しゃることもごもっともですので、令和４年度の
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話になりますが、令和４年度の予算のつくりとし

ては、災害があったときには、どうしても業者の

方に依頼して作業を進めるということが大半であ

ろうかと考えまして、令和４年度は委託料のほう

に予算を５０万円全額上げているという形になっ

ていますので、そこのほうの設計の考え方を変え

まして、取り組んでいる状況でございます。 

 以上でございます。 

○平松委員長 川上委員。 

○川上委員 令和４年度は、使用料及び賃借料、

原材料費は予算化していなくて、委託料のほうに

全部組み込んでいるという話で、分かりました。

これ農林水産課だけでなくて全課にまたがる話な

ので、その辺も、今後の予算の組み方については

御検討していただきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 以上です。 

○平松委員長 ほかに質疑はありませんか。 

 若山副委員長。 

○若山副委員長 ３点か４点ぐらい、確認のため

の質問をさせていただきます。 

 まず、共通様式のナンバー２のところで、公用

車というか、所有車もあるしリース車もあるので

すけれども、車を所有するのとリースを使うの

と、経費的なものと効率的なものと、その辺につ

いて使い分けというか、どのようにしていて、う

まくいっているのかどうか、そこのところを、ほ

かの課でもあれなのかもしれないのですけれど

も、ここで、リースとか所有とかがあってあれな

ので、そこのところをお願いします。 

 それと、ナンバー３で、先ほども議論に出てい

ました次世代人材投資事業の補助だとか、強い農

業担い手づくりの総合支援交付金だとか、これに

ついては、基本的にお金が同額入ってきて、町を

通して渡るという仕組みなので、余り内容につい

てこだわらないところもあるのかもしれないので

すけれども、これについては、交付先から、ある

いは補助した先から報告書とか、何かそういうも

のを出してもらうとか、あるいは町が国なり道な

りにその報告をしなければいけないという義務

で、報告書というかペーパーで活動の状況だとか

成果だとか問題点だとか、そういうものを把握で

きるような仕組みになっているのかどうか、そこ

のところで４００万円来ました。申請して通った

ので渡しますというだけではなくて、どういう活

動をしたのかというのをどのように把握している

のか、その仕組みを、報告書が要るとか、毎月報

告書出すのか年に１回なのか、その辺の仕組みを

教えてください。 

 それと、ナンバー４のところで、決算事業名で

経営所得安定対策推進事業費ということで、燃料

費(ガソリン)幾らと載っているのですけれども、

この事業でガソリン幾ら、この事業で幾らとかっ

てきちっと分ける仕組みができるものなのです

か。走った距離でガソリンを案分するのかどう

か、限られた車で、この事業の分だとか、どうい

うふうに分けているのか、その考え方を教えてい

ただきたいと思います。 

 それと、ナンバー１１のところで、トラクター

が壊れたので新しく購入すると、先ほど予算繰り

越して５月にやるとあるのですけれども、決算書

の物品、車両を見ると、トラクター３台あって、

増減の項目に何も入っていないのだけれども、壊

れたものはそのまま残って、帳簿上はあるという

形なのですか、まだ使うという、廃棄とか、そう

いう処理をしていないのかどうか、そこのところ

を教えてください。 

 戻りますけれども、ナンバー１０のところで、

先ほどから議論の出ている事故牛の見舞金なので

すけれども、きっと規則か何かがあって、１頭当

たり幾らとか決まっていて、それに従って対応し

ているということでよろしいのですよね。予算５

万円上がっていて、執行も５万円なので、ちょう

ど１頭分でしたということだと思うのですけれど

も、条例とか規則で決まっているので、これで対

応しているというところを説明いただければと思

います。 

 以上です。 

○平松委員長 農林水産課長。 

○村上農林水産課長 それでは、ナンバー２の公

用車の関係でございます。所有するのとリースし

ているということで、混在していることでござい

ますが、ナンバー２の部分に関しては、基本的に

は、所有している公の車の経費でございますが、
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ここが、先ほどの委員と関連になりますが、ナン

バー４のほうの車の関係ということでございまし

て、ナンバー４のほうがリースしている車の関係

を載せているのですが、これは経営安定対策事業

の関係で、歳入がある事業でございまして、こち

らのほうは、車に関してはリースしか認められて

ございませんので、リース車を活用しているとい

うことでございます。 

 リースなのですが、事業上、歳入で入るのが保

険代などが事業経費として認められてございませ

んので、ナンバー２のほうにリース車の分を計上

しているということでございまして、ナンバー２

の所有している公用車とリースしている所有車を

使い分けているという形になります。リース車の

ほうは、ナンバー４のほうの事業で使っていると

いう形になります。 

 ナンバー３の件でございますけれども、こちら

も北海道農業次世代人材投資育成事業の補助金に

関しては、補助する前に、申請の中で該当してい

るのかどうかを、まずそこの時点で精査しますの

で、そこに該当していると、その時点で補助を受

けられるという中身となります。 

 そして、強い農業担い手づくり総合支援交付金

でございますが、こちらのほうも、この事業で導

入される機材を使って、どういったことをして農

業の経営を高めていくかという計画を出しての補

助でございますので、毎年、それが達成できてい

るかどうかという報告を農業者の方からいただい

て、こちらのほうも町で報告しているという形に

なりまして、この辺は確認しながら行っていると

いうことでございます。 

 ナンバー１０でございます。今回、事故牛の５

万円でございますが、町の取決めの中で、最大金

額が５万円という金額になってございまして、牛

の年齢や状況によりまして、金額というのは段階

がありまして、今回は最高金額の５万円なのです

が、そこに達している牛で、中に子牛もいるよう

な牛でございましたので、基準と照らし合わせ

て、最大金額の５万円を支出しているということ

でございますので、必ず５万円かといいますと、

金額としては段階がございます。今回は最高金額

ということでございました。 

 ナンバー１１のトラクターでございますが、今

回補正していただいて、無事購入させていただき

ました。元あったものですが、下取りで出してい

ますので、令和４年度に新しいトラクターを導入

いたしましたので、今回、令和４年度のときに、

前にあったトラクターを帳簿から落とすという考

え方でございますので、御理解願いたいと思いま

す。 

 以上でございます。 

○平松委員長 若山副委員長。 

○若山副委員長 なかなか簡単に答えられないと

思うのですけれども、車の所有とリース、リース

のほうが安く上がるとか、使った結果、その辺は

どうなのかというところをお聞きしたかったと

思ったのと。 

 ナンバー３のところの、先ほど聞き忘れたので

すけれども、特定財源として企業版ふるさと納税

寄附金、農林水産課分ということで１００万円上

がっているのですけれども、これについては、基

本目標か幾つかあって、どれに該当するものとし

て農林水産課分となっているのかどうか。何をす

ることに対する寄附だったのかどうか、そこのと

ころだけ、２点お願いします。 

○平松委員長 農林水産課長。 

○村上農林水産課長 まず、公用車の関係でござ

います。所有している公用車とリースしている公

用車の関係でございますが、ナンバー４の事業

で、どうしても公用車が必要になるのですけれど

も、その場合、事業で歳入が認められるというこ

とがございまして、リース代金で歳入として認め

ていただいている状況でございまして、この場合

は、所有するということは事業上認められていま

せんので、あくまでもリースしているのであれば

歳入の対象になるということでございますので、

一概に、所有としている場合とリースしている場

合の差というのは申し上げづらいのですが、これ

は歳入をいただいて活用しているナンバー４の事

業でございますので、どうしてもリースでなけれ

ば、事業上できないということでやっていますの

で、御理解いただきたいということでございま

す。 

 それと、１００万円のふるさと納税の関係でご
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ざいますが、こちらのほうは、納付された方か

ら、農業の振興に充ててくださいということで頂

いていますので、何に使うというよりは、農業全

体の振興にということでございますので、こちら

のほうに計上させていただいている状況でござい

ます。特定の何かの事業にということではござい

ませんでしたので、農業全般ということでござい

ましたので、ここの部分に入れさせていただいて

いるという形でございます。 

 以上でございます。 

○平松委員長 若山副委員長。 

○若山副委員長 リースで、分かりました。しっ

かり勉強してみたいと思います。 

 企業版ふるさと納税について、基本目標で、子

供を安心して産み育てられるとか、住み続けたい

と思える生活環境を整えるとか、食や観光を初め

とする力強い産業と雇用場のつくると、七飯町ら

しさを生かして人を呼び込める、呼び戻すという

のがあって、これでいくと基本目標３の食や観光

を初めとする力強い産業と雇用の場をつくる、こ

れに対する共感と賛同で入れられた１００万円と

いうことで、それに該当するということでよろし

いかどうか。 

○平松委員長 農林水産課長。 

○村上農林水産課長 委員のおっしゃるとおりで

ございます。 

 以上でございます。 

○平松委員長 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○平松委員長 質疑を終わります。 

 以上で、農林水産課に対する審査を終了しま

す。 

 農林水産課長、御苦労さまでした。 

 次に、商工労働観光課の審査を行います。 

 商工労働観光課長、御苦労さまです。 

 決算書及び提出資料に基づき、説明をお願いし

ます。 

 なお、資料は事前に配付されておりますの

で、資料の中の事業決算の具体的な内容につい

ては、特段の説明がない限り、「記載のとお

り」でよろしいです。特別会計についても併せ

て御説明をお願いします。 

 それでは、商工労働観光課長、お願いしま

す。 

○磯場商工労働観光課長 それでは、商工労働観

光課所管分について、共通様式に基づいて御説明

申し上げます。 

 まず、ナンバー１、労働諸費です。当初予算額

３,９３０万５,０００円、支出済額３,８９４万

５,０００円、執行率９９.１％。事業の目的等は

記載のとおりでございます。 

 続きまして、ナンバー２、商工振興費、当初予

算額１,９８０万１,０００円、補正予算額はマイ

ナス１８０万１,０００円、支出済額が１,７７６

万９７０円、執行率９８.７％です。 

 続きまして、ナンバー３になります。商工経

営安定支援事業費、当初予算額３,６１２万１,

０００円、補正予算額マイナス１１２万１,００

０円、支出済額３,５００万円、執行率１００％

です。 

 次、ナンバー４、商工業経営安定支援事業費

(臨時交付金事業)、当初予算額ゼロ、補正予算

が３３３万５,０００円、流用額が９万７,００

０円、支出済額が３４３万１,４０８円、執行率

１００％です。事業の内容等は記載のとおりで

す。 

 続きまして、ナンバー５、特産品ＰＲ事業、

当初予算額１４万９,０００円、補正予算額マイ

ナス４万３,０００円、流用がマイナス１,００

０円、支出済額が９万９,０８２円、執行率９

４.４％です。事業の内容は記載のとおりです。 

 続きまして、ナンバー６、ふるさと納税事業

費、当初予算額５,６００万４,０００円、補正

がマイナス８９万６,０００円、支出済額が４,

５９５万２,９８３円、執行率が８３.４％。具

体的な内容については追加資料のほうで御説明

したいと思います。 

 続きまして、ナンバー７、クーポン券発行事

業費(臨時交付金事業)、当初予算額ゼロ、補正

予算額が８,８１４万６,０００円、支出済額が

８,８１４万３,８０２円、執行率１００％で

す。こちらのほうも内容については追加資料で

御説明したいと思います。 

 続きまして、ナンバー８、事業継続給付金(臨
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時交付金事業)、当初予算額ゼロ、補正が４５０

万円、支出済額が４５０万円、執行率１００％

です。 

 続きまして、ナンバー９、飲食店応援券発行

事業費(臨時交付金事業)、当初予算額ゼロ、補

正が１,５４０万７,０００円、流用がマイナス

９万７,０００円、支出済額が４,６８２万３,０

０８円、執行率９１.３％です。事業の内容は記

載のとおりです。 

 続きまして、ナンバー１０、観光費です。当

初予算額１,６０９万６,０００円、補正予算が

１,５３７万４,０００円、支出済額３,０５３万

８３９円、執行率９７％。事業の内容は記載の

とおりとなってございます。 

 続きまして、ナンバー１１、宿泊促進事業(臨

時交付金)、当初予算額ゼロ、補正が１,３８５

万円、支出済が１,３７６万７,０２１円、執行

率９９.４％です。事業の内容は記載のとおりで

す。 

 続きまして、ナンバー１２、観光地整備管理

費、当初予算額５３７万９,０００円、補正がマ

イナス２８万９,０００円、支出済が５０８万

７,４０２円、執行率９９.９％です。事業の内

容は記載のとおりです。 

 続きまして、ナンバー１３、国際交流プラザ

指定管理費、当初予算額１,９４４万３,０００

円、支出済が１,９４４万３,０００円、執行率

１００％です。事業の内容は記載のとおりで

す。 

 続きまして、ナンバー１４、国際交流プラザ

改修事業費(臨時交付金事業)、当初予算額ゼ

ロ、補正が６２万７,０００円、支出済も６２万

７,０００円、執行率１００％です。事業の内容

は記載のとおりです。 

 続きまして、ナンバー１５、道の駅指定管理

費、当初予算額２,４７３万７,０００円、支出

済額が２,４７３万５,８６７円、執行率１００

％。事業の内容は記載のとおりです。 

 次、特別会計になりまして、ナンバー１６、

造成地販売管理費、当初予算額１０万円、補正

予算額１４５万５,０００円、支出済額が１５５

万４,３６６円、執行率１００％。事業の内容は

記載のとおりですが、これをもちまして、土地

の会計については閉じるという形になります。 

 続きまして、ナンバー１７、予備費です。当

初予算額９０万円、補正がマイナス９０万円、

予算がゼロで、執行率ゼロです。 

 続きまして、様式２のほうで、予算流用の５

万円以上の状況ですけれども、商工業経営安定

融資資金利子補給金、流用のほうは５万７,００

０円してございます。具体的な理由としては、

予算不足により、飲食店応援券発行事業費の負

担金、補助金から流用してございます。 

 続きまして、追加資料について、お手元のほ

うに追加要求資料、Ａ４版のほうから御説明し

たいと思います。 

 まず、１枚めくっていただきまして、道の駅

なないろ・ななえ公募条件の変更箇所について

ということで、令和元年度の公募条件から、今

年度、令和４年度の公募条件で変更点が１か所

ございまして、(１５)の寄附金を(１５)納付金

としてございます。これについては、納付する

額について、指定管理者が提案して、指定管理

者候補者選定時のときの評価指標とさせていた

だくという形に変更してございます。 

 次のページになります。クーポン券が利用さ

れました店舗の上位１０店舗の地区別の状況で

ございます。本町地区、業態としてはスー

パー、ドラッグストア、スーパー、ホームセン

ター等となってございます。大中山地区もスー

パー、ドラッグストア、ホームセンター、ド

ラッグストア等となってございます。大沼地区

については、コンビニ、菓子製造、コンビニ、

飲食店、製造等となってございます。 

 続きまして、次のページです。クーポン券発

行事業における需用費等の経費の支払先一覧及

び金額についてということで、需用費の中で印

刷製本費を右のとおり支払ってございます。ま

た、役務費については、郵便料、手数料をこの

とおり支出してございます。委託料について

は、換金の業務委託料ということで支出してご

ざいます。 

 次のページになります。令和３年度のふるさ

と納税の返礼品の人気ランキングということ
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で、順位としては１０番まで載せてございます

が、返礼品としては、冷凍ホタテの貝柱が１

位、２位という形で人気がございまして、次に

リンゴ、トウモロコシ、リンゴ等となってござ

います。 

 次のページになります。令和３年度の寄附金

額の金額別の分布ということで、一番多いのが

一口６,０００円ということで、件数が２,２９

２件、次に多いのが１万円口で１,８３８件、１

万２,０００円口、１万４,０００円口、１万６,

０００円口、２万円口等となってございます。 

 閲覧のほうで、道の駅なないろ・ななえに係

る事業報告書、年度協定については、こちらの

ほうに載せてございます。 

 最後に、追加のその他契約、８０万円以上の

状況ということで、Ａ３版の資料を１枚提出し

てございます。内容としましては、その他契約

で、クーポン券の換金事務、それから飲食店応

援券の換金事務を道南うみ街信用金庫と契約を

してございます。 

 資料の説明については、以上でございます。 

○平松委員長 ありがとうございました。 

 これより、質疑を行います。 

 質疑のある方はいらっしゃいませんか。 

 池田委員。 

○池田委員 それでは、ナンバー１０の１８の

環駒ヶ岳広域観光協議会負担金ということで、

どういうことをやられているか。 

 大沼体験観光づくり実行委員会負担金という

ことで、どういう事業をやられているものに予

算を出しているのか。 

 それから、ナンバー１２、城岱牧場展望台の

清掃を行っていますけれども、城岱展望台のほ

うには年間どのくらいの人が来ているのだろう

かと、その数、分かりましたらお願いします。 

○平松委員長 商工労働観光課長。 

○磯場商工労働観光課長 まず、ナンバー１０の

環駒の負担金でございますが、まず、環駒の組織

としましては、鹿部町、森町、七飯町、三つの町

で、環駒ヶ岳ということで協議会をつくって、

様々な事業を展開しているところでございますけ

れども、負担金については定額で、３町同じ額を

出しているところです。こちらについては、イベ

ントの開催、プロモーション等々に支出している

ところでございます。 

 次に、体験観光づくり実行委員会負担金、こち

らについては、大沼にあります様々な体験の事業

者と一緒に事業を進めているところですけれど

も、主なものとしては、昨年度は、冬に「まるか

じりプラン」ということで、冬のアクティビティ

を紹介して、皆さんで楽しんでもらうという事業

を展開していました。 

 それから、１２番の城岱牧場の清掃ですけれど

も、城岱牧場は無人で、牧夫はもちろんいるので

すけれども、展望台については無人の施設でござ

いまして、自動販売機は置いているのですけれど

も、景色を見ていただくという形になってござい

ますので、実際のカウントは、こちらのほうでは

人数の把握はしていないところです。 

 以上です。 

○平松委員長 池田委員。 

○池田委員 城岱の清掃業務というのはどちらの

ほうに委託されているのでしょうか。 

○平松委員長 商工労働観光課長。 

○磯場商工労働観光課長 城岱のほうは、ゴール

デンウィーク明けから１０月いっぱいぐらいま

で、不定期でございますけれども、トイレの清掃

ですとかごみの片づけというのをシルバー人材セ

ンターに委託しているところです。 

 以上です。 

○平松委員長 ほかに質疑はありませんか。 

 田村委員。 

○田村委員 １点だけ、恐らくナンバー２だと思

うのですけれども、創業バックアップ事業をやら

れていると思うのですけれども、これの実施件数

と内容を教えていただきたいと思います。 

○平松委員長 商工労働観光課長。 

○磯場商工労働観光課長 令和３年度は、採択さ

れるバックアップ事業はなかったので、今回は支

出してございません。１年前はありましたけれど

も、令和３年度は採択される創業の事業は、七飯

町はなかったので支出してございません。 

 以上です。 

○平松委員長 田村委員。 
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○田村委員 採択の問題が出たのですけれども、

実際どういったような仕組みの中で創業バック

アップ事業というのは展開されているのか、もう

少し教えてください。 

○平松委員長 商工労働観光課長。 

○磯場商工労働観光課長 こちらは、函館市、北

斗市、七飯町、三つのまちで組織しておりまし

て、地域産業財団のほうで全部取りまとめている

ところなのですけれども、創業して５年以内の企

業、またはこれから創業するという方々が、いろ

いろな事業を提案してきまして、大学の先生です

とか、もちろん自治体の職員、それから企業で既

に会員になっている方々、そういう方々が審査し

まして、その中で、最大が５００万円だと思うの

ですけれども、段階を経て金額を決めて、創業の

バックアップをするという事業でございまして、

残念ながら令和３年度は七飯町の関係のものはな

かったということでございます。 

 以上です。 

○平松委員長 田村委員。 

○田村委員 採択がなかったということは、提出

はあったけれども選ばれなかったという考え方な

のか、もし提出がなかったということであれば、

逆に町として、どういうような対応策を今後取っ

ていくのか、そこら辺をお願いします。 

○平松委員長 商工労働観光課長。 

○磯場商工労働観光課長 提案があったかなかっ

たかというのは、私の記憶では、たしかなかった

と思っているのですけれども、ないというのは余

りいいことではなくて、これからいろいろな事業

を、コロナ禍の中でも新規でいろいろな事業を

やっていきたいという方がいらっしゃいました

ら、幅広くうちのほうでも周知を財団と一緒に

やっておりますので、どんどん拾い上げていきた

いと考えてございます。 

 以上です。 

○平松委員長 ほかに質疑はありませんか。 

 横田委員。 

○横田委員 ナンバー１０の１８の負担金、補助

及び交付金の中の北海道カントリークラブ大沼

コース年会費５万２,８００円。前に聞いたとき

は、職員の厚生に使うというふうに言っていたの

だけれども、また変わったのかどうかということ

をお聞きしたいと思います。 

 次のページのナンバー１１、同じく負担金、補

助及び交付金で、宿泊促進補助金で１,３７６万

７,０２１円と出ているのですけれども、どこどこ

の宿泊屋に行ったのか分かったら教えていただき

たいと思います。 

 それから、前に戻りまして、ナンバー６のふ

るさと納税事業の売上げが、令和３年度は８,２

４６万９,０００円、これにかかった支出が４,

５９５万２,９８３円、令和２年は３,４０７万

８,０００円、かかった経費が１,９１５万４７

０円。令和１年は４,２８１万９,２００円、か

かった経費が２,１７７万１,７７８円。令和１

年度だったら経費が大体５０.８％で、令和２年

が５６.１％、令和３年では５５.７％となって

いるのですけれども、令和１年では５０.８％で

収まっていたものが５６％に近い数字になって

いる。これというのは何か理由があるのかどう

か教えていただきたいと思います。 

 以上です。 

○平松委員長 商工労働観光課長。 

○磯場商工労働観光課長 まずは、大沼カント

リーの会員権というところでございますけれど

も、以前にも委員から御質問、御指摘を受けてい

るところでございますけれども、こちらのほうに

ついては、昔、大沼カントリーができたときに、

七飯町も会員権を町として購入したところでござ

います。それをもって職員の厚生に使っていると

いうことはございません、今現在は。それを何で

持っているのかというところなのですけれども、

町内の企業の応援という意味も含めまして、そこ

で働いている人もいますし、そういう意味で会員

権を維持しているところでございます。 

 それから、宿泊券の関係ですけれども、大沼地

区、仁山もありますけれども、そちらのホテル、

ペンション、旅館等を含めて全部で泊数としては

１,８１６泊使っていまして、非常に好評で、２分

の１、上限が１万円という形で宿泊のほうは使わ

れているところでございます。 

 それから、ふるさと納税の返礼品の率でござい

ますけれども、総務省のほうからルールが決めら
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れていまして、物で３割以内、それから宣伝経費

等を含めて５０％以内というところでございま

す。ただ、対象外経費が入っていますので、５０

を上回っておりません。今回、例えば受領証明書

とか、そういうのは対象外になっていますので、

委託料のうちの内数になっているのでちょっと分

かりづらいのですけれども、５０％を上回ると

ルール違反になりますので、それを上回っている

ということはございません。 

 以上です。 

○平松委員長 横田委員。 

○横田委員 上回っていないと言うけれども、ど

こがどう上回っていないのか具体的に言ってくだ

さい。 

 あともう一つ、先ほどの宿泊地についても、例

えば大沼のプリンスが幾らで、鶴雅が幾らで、上

から何者ぐらいは分かるでしょう。お願いしま

す。 

○平松委員長 資料をまとめるのに時間がかかり

そうなので、暫時休憩して、昼休みを繰り上げて

やりたいと思いますが、いかがですか。 

 １時に再開いたします。 

午前１１時５２分 休憩 

───────────── 

午後 １時００分 再開 

○平松委員長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 横田委員の質問に対する商工労働観光課長の

答弁より入ります。 

 商工労働観光課長。 

○磯場商工労働観光課長 それでは、お手元に３

番の七飯・大沼割の助成の内容についてコピーを

配付しておりますので、そちらのほうを御覧いた

だければと思います。 

 今回の対象となっている事業者は、全部で１１

事業者、ホテル、ペンション等々合わせて１１ご

ざいました。そのうち大沼割の申し込みがあった

のは上の八つの事業者となってございます。 

 下の段の一番右側に施設の宿泊数が載っていま

すので、合計して延べ１,８１６泊という形になっ

てございます。 

 ナンバー５のふるさと納税の関係でございます

けれども、私の説明が足りなくて申し訳ございま

せん。ナンバー６の中で、ふるさと納税の運営に

携わる職員を１人雇用しております。会計年度任

用職員の方の０１報償費、０３職員手当、０４の

共済費。それから１３のうち、会計年度任用職員

住宅借上料６０万円、これについては対象外の経

費となりますので、それは支出から抜きます。さ

らに、１２の委託料のふるさと納税業務委託料、

このうち受領証明書等の発行手数料、こちらのほ

うも必要経費から抜くというルールになってござ

いますので、それが２００万円ほどございます。

それを抜いた合計４,０８０万５,５２４円、これ

がふるさと納税の返礼にかかる経費として、総務

省から認められた経費となりまして、それを歳入

の８,２４６万９,０００円で割りますと、率とし

ては４９.４８％となりまして、５０を辛うじて

切っているという形で、ルールとしては成立して

いるということになります。 

 以上でございます。 

○平松委員長 横田委員。 

○横田委員 今頂いた資料というのは、七飯・大

沼割という言葉を使って、これ以外に、全部で１

１者あって、３者については大沼の業者ではない

ということを言っているということでいいのです

か。 

 分からないのが、上のほうの中で、ナンバー１

のところが、宿泊予定数が４,３２０で、申請額は

４,３２０万円、決定額５４０万円、後で増額が１

２０万円。４番目のところが６００で、申請額が

３３５万円、決定額が３３５万円、増額で１４５

万円、延べで４８０。５番目が５４０、宿泊予定

数、申請が２５８万円で、決定額３０万円。どう

いうふうな出し方をしているのか分からないの

で、御説明していただきたいと思います。 

 それから、委員長、申し訳ないのですけれど

も、これは駄目だと言ったら諦めますけれども、

一番最初に資料請求しましたなないろ・ななえの

公募条件の変更について質問して構いませんか。 

○平松委員長 認めます。 

○横田委員 公募要件の変更箇所ということで、

１５番の寄附金というところで、２行目の「な

お、納付する金額については、指定管理者が提案
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するものとし、町と協議の上、毎年度別ごとに協

定し、定めることとします」新たなものは「な

お、納付する金額については、指定管理者が応募

の際に提案し、当該提案内容を指定管理者候補者

選定時の評価指数とします。選定された指定管理

者は、応募の際に提案した額を年度ごとに町に納

付することとする」というふうに改まっているの

ですけれども、本来、指定管理者が利益が出た場

合は、自分のところで一生懸命企業努力したから

出たものだと。反対に赤字になった場合は、自分

のところがミスを起こしたから赤字になったか

ら、それは自分のところで補塡しなさいというの

が一番最初の指定管理者の趣旨だと僕は思いま

す。 

 こういうことをやるということは、行政側が出

している数字が甘いからそういうものが出てくる

のか、きちっと積算をしていないのかということ

ですよね。そういうことがあるから、実際に指定

管理者の数字よりかなり良い数字が出て、これ

だったら指定管理いらなかったではなかったので

はないかというようなことも出てくるということ

が発生しているのではないかと思います。 

 そこのところをもう少し、町側の積算の仕方を

きちっとするということはできないのでしょう

か。 

 以上。 

○平松委員長 商工労働観光課長。 

○磯場商工労働観光課長 まず、宿泊の関係でご

ざいますけれども、１１件ありまして、そのう

ち、七飯・大沼割を活用したいという宿泊施設が

８件あったということで御理解いただければと思

います。 

 次に、申請額等々の話ですけれども、申請は、

あくまで宿泊施設のほうから申請額というのは上

がってきてます。それが全部使われるわけで…

…、とりあえずざっくりで宿泊施設のほうで上げ

てきますので、実際に宿泊施設が予約を受けたと

きには、予約に達しないこともありますので、そ

れで決定額、最終的な交付額という形になってい

ますので、その辺は予約状況によって変わってく

るということでございます。 

 それから、公募条件の変更の関係で、考え方と

いうところかと思うのですけれども、委員のおっ

しゃるとおり、指定管理というのは、公のところ

を管理してもらう。そこに対して管理料を出す。

道の駅であればトレイだとか駐車場の管理ですと

か、休憩のところだとか、そういうところに関し

てはお金が取れないので、そこを積算して、そこ

に対して指定管理料を出しますと、人件費も含め

てですけれども、それ以外に自主事業という形

で、その団体がこういう事業をやってもうけます

と。 

 委員の言うとおり、もうけた分については、当

然黒字なので、そこの収入になるところなのです

けれども、道の駅の当初の話から、もうけたら一

定程度寄附したいという話が当初ありまして、ス

タートしているのですけれども、その中で、向こ

うのほうから寄附が出るときと出ないとき、寄附

ですからあれなのですけれども、もう少し明確に

納付額という形で少し頂けないでしょうかという

形で協議を、話をしておりまして、これによっ

て、もうけたときには少し出していただければと

いうところで、あくまで指定管理料は、オフィ

シャルの分、トイレとか、そういうところに対し

ては管理料はしっかり積算して出していますの

で、こちらの納付額とは話が違うというところ

で、御理解いただければと思います。 

 以上です。 

○平松委員長 ほかに質疑はありませんか。 

 若山副委員長。 

○若山副委員長 それでは、何点か簡単なもの

と、毎度同じ質問をさせてもらいたいと思うので

すけれども。 

 まず、共通様式のナンバー２で、車の費用が上

がっているのですけれども、今回配付された決算

書の物品、車両には、商工観光課の所有する車が

ないようなのですけれども、これについては、ど

ういう関係になっているのかというところを教え

てください。 

 それと、ナンバー１０のところで、委託料でＰ

Ｒ動画作製されていまして、これについて、この

金額が妥当なのかどうか我々なかなかよく分から

ないのですけれども、高いのか安いのか、価格の

決め方というのですか、あるいはできた製品の効
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果というか、十分満足いくものなのかどうか、そ

このところの評価で、かなり勉強した価格なので

すというものなのか。通常、ＰＲ動画をつくった

ら５分で何百万円もかかるものなか、そこのとこ

ろの考え方を教えていただきたいと思います。 

 それと、ナンバー１２のところで、公園美化清

掃負担金として３００万円、令和３年度から新し

いやり方になって、この金額と道の金額と合わせ

て、清掃関係について十分きれいに対応できてい

るのかどうか、その辺の評価というか、この金額

ではやむを得ないものなのか、この金額で十分、

対外的に問題ないような清掃ができているのかど

うか、そこのところの評価を教えてください。 

 それと、ナンバー１５で、道の駅の関係なので

すけれども、まず、不動産の借上料の件に関し

て、交渉記録の提出を要請して、同僚議員からは

要らないのではないかという話はあったのですけ

れども、まず、去年の決算総括質疑の中でも、土

地購入に向けた考え方に変わりはないという説明

がありまして、契約では、令和１９年３月まで、

２０年間の長期賃貸借契約を結んでいるのですけ

れども、令和３年度について、購入の交渉という

か、そういうことがなされたのかどうか。 

 もし交渉しているとすれば、町側は、町長なの

か副町長なのか、課長なのか係長なのか、どのレ

ベルが誰と交渉しているのかどうか。結果的に購

入できないというか、売ってくれないというのは

何が一番大きな原因というか、所有者のこだわり

なのか、そこのところをどのように考えているの

かということを教えていただきたいと思います。 

 併せて、もし交渉してもらちがあかないという

ことであれば、方針を転換して、もう賃貸借で

ずっと行くのだと。向こうから売りますという話

ができたら対応すればいいのではないかと。そう

でなければ、あくまでも購入することを前提に政

策を進めていくということになれば、職員のプ

レッシャーというのですか、そういうものが非常

に大きなものになるのではないかと思うのですけ

れども、その辺の方針転換に対する考え方がない

のか。今までと同じ土地購入に向けた考えに変わ

りはなく、機会を捉えて折衝していくということ

でいいのかどうか、そこのところの考え方を教え

てください。 

 それと、同じナンバー１５のところで、道の駅

指定管理料２,２１９万９,０００円、これは３か

年契約で、毎年同じ金額を、議会の承認を得た上

で支出しているものなのですけれども、先ほど同

僚議員からもあったのですけれども、指定管理料

を払って、利益を上げているわけです、指定管理

者が。利益を上げている分について、町にどのよ

うに還元するのか、令和３年度の分については、

特に納付金というか、寄附金というのはなかった

ということなのですけれども、先ほども話があっ

たとおり、指定管理料が多いのではないかと。 

 個人的な考え方でいけば、商売をする建物を町

が指定管理者に貸しているわけですから、本来で

あれば指定管理者が、多少安くなったとしても、

料金を払うべき関係にあるのではないかと思うの

ですけれども、そこで、場所を提供した利用料を

なおかつ指定管理者に全部収納させてあげて、な

おかつ二千何百万円の金を出して、火災保険料だ

とか、何か壊れたらすぐ対応するとか、そういう

のは余りにも町が負担が大き過ぎて、そういう施

設をつくったのに町に一銭も入ってこないという

仕組み自体に問題があるのではないかというとこ

ろで、今回、公募要項を変更したというあれがあ

るのですけれども、先ほど言ったとおり、何がど

う変わったのかよく分からないのですけれども、

向こうから申し出たら受けるというだけで、町が

利益の半分をとか、利益の１０分の１を納付して

くださいとか、そういうことを決めていないの

で、そこについては、あくまでも指定管理者任せ

というのはちょっと問題なのではないかと思うの

ですけれども、そこのところを確認したいと思い

ます。 

 併せて、業務状況評価の中では全部Ａなので、

全く問題ないと思うのですけれども、不足商品だ

とか地場産品の品ぞろえが少ないとか、駐車ス

ペースが少ないとか、そういう利用者の意見があ

るのですけれども、それに対してはどのように今

後対応していくのかどうか、そこのところの考え

方を教えていただきたいと思います。道の駅のと

ころではそれぐらいです。 

 それと、皆さんにお諮りする形になるかもし
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れないのですけれども、資料提供して、指定管

理者の詳細な決算書というか、契約書関係の写

しを閲覧で出してもらっていますけれども、で

きれば全員にコピーを配付していただければ、

非常に検討の参考になるので、そういうことを

お願いしたいと思います。 

 以上、お願いします。 

○平松委員長 今、副委員長のほうから、資料を

各人に配るようにという、皆さんの判断を問う声

が上がったのですが、必要だと思われる方は手を

挙げてください。手を挙げた方だけに配るという

ことでもよろしいですか。全員に配るという声も

上がりましたが、どうですか。 

 配ることにしますが、異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○平松委員長 では、委員全員に資料の提出をお

願いしたいと思います。 

 用意でき次第お配りいたします。 

 それでは、若山副委員長に対する答弁をお願い

します。 

 商工労働観光課長。 

○磯場商工労働観光課長 それでは、順番に答弁

してまいりたいと思います。 

 まず、ナンバー２の車の関係でございますけれ

ども、こちらのほう、１３番、使用料及び賃借料

ということで、自動車借上料ということで、リー

スの車となってございます。 

 続きまして、ナンバー１０、ＰＲ動画の作製と

いうところでございますけれども、なかなか値段

というのが、ピンキリというか、なかなか分かり

づらいというのは、委員のおっしゃるとおりだと

思うのですけれども、うちのほうでも、ほかの団

体がつくっている動画だとか、自治体がつくって

いる動画だとかも参考にしながら積算しておりま

して、委託料としては妥当な金額だと思います。 

 また、観光大使と連携したというところについ

ては、観光大使が協力していただいたということ

で、金額的には少し安めになっているのかという

ところでございます。 

 ナンバー１２、公園の美化清掃負担金というと

ころでございますけれども、委員が言うとおり、

今年度から３００万円という形で、その前までは

財団が管理しておりまして、このときは町のほう

から１００万円、美化清掃の負担ということで支

出しておりました。北海道のほうで積算して清掃

の委託だとかを出しているのですけれども、町の

ほうで不足と思われるのは、公園の芝刈りと冬場

の除雪について、駐車場の半分だけ除雪するとい

う形で北海道のほうで発注しておりましたので、

それについて不足であろうということで、その分

の経費ということで支出しておりました。 

 また、公園の清掃等については、北海道と請け

負った団体のほうで的確に業務が行われていると

いうことで理解してございます。 

 続きまして、ナンバー１５、道の駅の借上げの

考え方というところですけれども、交渉の話なの

ですけれども、道の駅開業以来、令和２年９月１

０日までに７回交渉してまいりました。残念なが

らそれ以降はコロナウイルス感染症の影響もあり

まして、直接面談することができておりません。 

 また、最後に面談し、交渉したときに、借地権

者のほうから、今すくには土地を売却せずに賃借

契約を継続したいという意向が改めて示されてお

ります。町としても少し時間を置いて対応すると

いうことになっております。 

 しかしながら、町として購入の意思は伝えてお

りまして、それについて今後も変わるものではな

くて、交渉内容については、相手のあることで、

相互不利益を発するおそれがありますので、今後

も折を見て粘り強く交渉してまいりたいと思って

おります。 

 道の駅の指定管理料の話なのですけれども、先

ほどもちょっと話しましたけれども、あくまで指

定管理料を利益のところに支出しているという考

え方ではなくて、トイレの管理ですとか駐車場の

管理、休憩のところの管理とか、道の駅の本来の

業務のところに対して指定管理料として町として

支出しているという考え方です。指定管理者は、

自主事業の中でいろいろな物を売ったりだとか、

これはどこの指定管理にも通じるところで、自主

事業というのはやってもいいという形になりま

す。ただ、ほかの施設と違って、道の駅なので自

主事業の割合が少し多いので、ウエイトが多いで

しょうというところで、町のほうに少し寄附をし
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ていただけないですかというつくりに当初はして

おります。 

 今回変えたというのは、若山委員から昨年度、

決算のときにそういうお話が、納付金という形に

してはどうでしょうかという話がありまして、そ

れについて内部で検討しまして、納付額について

指定管理者が提案して、選定のときにそれを評価

指標として受けるというつくりに仕組みを変えた

ところでございます。 

 評価というところです。アンケートにもあり

ますけれども、駐車場が狭いだとか、いろいろ

な問題はそれぞれあると思うのですけれども、

コロナ禍も含めて、北海道でも指折りの道の駅

ということで評価は高く、民間の道の駅を評価

する団体からも高い評価を得ておりますので、

今後もそれを維持できるように頑張ってもらい

たいと想います。 

 以上です。 

○平松委員長 若山副委員長。 

○若山副委員長 道の駅の借地の関係でいきます

と、昨年度は全く交渉していないというか、令和

２年度の交渉が最後で、少し間をあけてこれから

対応するという考え方のようなのですけれども、

もう購入できないというか、今なぜ売らないの

か、しばらく賃貸借でいきたいという向こうの要

望のようなのですけれども、購入できないという

ことを明確に宣言して方針を変えるというか、そ

ういうようなことでやらないと、毎回、どうなっ

ていますかという話になるのですけれども。 

 買い取りした場合と賃貸借契約を令和１９年ま

でやった後に、その後で買い取りするというの

で、町の支出額について大きな差が出ると思うの

ですけれども、それに対して十分、リスクという

のですか、買い取りできない場合の何とかという

のを、ちゃんと議会のほうに説明する必要がある

のではないかと思うのですけれども、向こうが

売ってくれないでずっといった場合に、最後に

買った場合にこのぐらい支出が増えますとか減り

ますとか。途中で売ってくれるということになっ

て、買えれば問題ないと思うのですけれども、そ

ういう方針転換をしっかり、このぐらいのリスク

があってこうだというのを説明しないと。当初、

議決したときに僕はいなかったのですけれども、

いずれ速やかに購入するというようなニュアンス

の説明をして、とりあえず、やむを得ず２０年間

の契約をしたというニュアンスで捉えているので

すけれども、相手があることだからということだ

けで済ませているではなくて、それに対して、見

きわめをつけるというのも一つ必要なのではない

かと思うのですけれども、そこのところの考え方

を、課長段階でできるかどうか分かりませんけれ

ども、お願いしたいと思います。 

 それと、道の駅の指定管理料なのですけれど

も、トイレとか駐車場とか、そういうところの管

理のために二千何百万円も払って、なおかつ利用

料として１,０００万円近くの利用料を野菜とかを

置く農家が払っていると思うのですけれども、そ

れについても全部収納してもいいですという形に

なって、なおかつ家賃を一切払わないで、自分た

ちで収益を上げることができる。確かに道の駅な

ないろ・ななえの評価は高いですし、人気もあり

ますし、七飯町の顔として非常に役に立っている

と思うのですけれども、そもそもの構造として、

例えばアパートを建てて、家賃を収納するのを委

託したら、家賃は所有者に納付するのが普通では

ないかと思うので、その辺の考え方で、金額の妥

当性について、予算のときに我々は賛成している

ので何とも言えないのですけれども、根本的に変

えなければいけないのと。 

 提案された公募要項のここだけ変えて、指定管

理者の申出だけではなくて、こういうことにして

町にお金が入るような仕組みを確定させてつくる

必要があるのではないか、収益が上がるかどうか

はやってみないと分からないのですけれども、そ

こまでやらないと、今年度の決算でいくと１００

万円ほどの当初利益、税金払ったのは利益なの

で、その半分は町に納付するとか、そういうよう

なことを明確に決めないと、いつまでたっても一

銭も入ってこない商業施設になるのではないかと

思うのですけれども、そこのところの考え方。既

に公募要項を発信しているので、これに基づいて

応募があるかどうかになるので何とも言えないか

もしれないけれども、そこの考え方をもう一度お

願いします。 
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○平松委員長 商工労働観光課長。 

○磯場商工労働観光課長 それでは、答弁してま

いります。 

 まず、地権者との交渉という話でございますけ

れども、令和１９年３月３１日までの借地期間と

いうことで契約しておりますので、地権者のほう

からすれば、借地契約というのが正当なものとし

て成立しているにもかかわらず、契約後間もな

く、それをほごにするような交渉を町が重ねて

行っているというところに対して、ちょっと心象

を損ねている面もございます。そうした中で交渉

を重ねるということはなかなか困難であるという

ところで、先ほど言ったとおり令和２年９月１０

日を最後に交渉はしておりません。 

 ただ、町の意向としては、購入したいのですと

いうところは伝えて、それはお互いに理解してい

るところでございますので、まずは、交渉はする

のですけれども、向こうの思いとこちらの思いと

なかなかマッチングしないというところでござい

ます。 

 先ほどリスクの話もございましたけれども、町

として危惧しているのは、最終的に買いたいとい

う話ばかりして、そもそもの契約自体を、そんな

にということであればという話になってくると、

そもそも町民の不利益になるのではないかと考え

て、そこを一番危惧しているところです。という

ところで、今少し時間を置いて、冷却期間という

か、時間を置いて交渉していきたいと考えており

ます。 

 それから、指定管理料の話なのですけれども、

利益が出るところと出ないところと、出ないとこ

ろに対しての指定管理料という考え方で、トイレ

とか駐車場の管理とか、そういうところに対して

の指定管理料として出しているというところです

ので、利益の分については自主事業としてやって

くださいと。 

 今回、募集要項として変更した納付金の話です

けれども、若山委員のほうから、寄附額ではなく

て納付額という文言で整理したほうがいいのでは

ないかという話を受けまして、今回少し整理した

ところです。これを１回やってみて、また何かい

い方法があれば、今後も検討して、それに向けて

やっていきたいと考えております。 

 以上です。 

○平松委員長 若山副委員長。 

○若山副委員長 繰り返しになってしまって、

ちょっとなかなかあれなのですけれども、借地の

２０年契約の問題については、当初、議会に説明

した内容と大きく変わってしまっているのではな

いか、２０年でいいと町長が思っていたとは思わ

ないのですけれども、購入する意思はあったのか

もしれないのですけれども、すぐ購入しますとい

う説明をした上で、こういうふうになっていると

いう状況で、去年も１年間一切、購入したいとい

う意思を伝えていないということですので、そう

いうことであると、方針の変更があって、賃借契

約でずっとやっていくということになっているの

ではないかと思うのですけれども、方針を変えま

したということでしっかり説明して、それで対応

すればいいのではないかと思うのですけれども、

再度そこのところをお願いします。 

 それと、道の駅の指定管理料について、トイレ

とか駐車場とかというふうに言うのだけれども、

普通、店舗を貸して何かしたときに、トレイの掃

除だとか何とかというのは自分たちでみんな普通

やります、そこで営業する人にとっては。でれ

ば、よりきれいにということなのかもしれないの

ですけれども、その精査の仕方か、今日、後で配

られるものを見てみないと何とも言えないのです

けれども、２,２００万円の年間の指定管理料を払

うのと、利用料の１,０００万円近くの金を指定管

理者がそのまま収納して、なおかつそこで商売を

して利益を上げるというか、指定管理者が一生懸

命やっているということを否定するわけではない

のですけれども、何かしっくり来ないというのが

当初からあるのですけれども、２,２００万円とい

うのはちょっと大き過ぎないのかという感じがあ

るのですけれども、これについては妥当だという

か、そういうことでよろしいのでしょうか、最後

にもう一度お願いします。 

○平松委員長 商工労働観光課長。 

○磯場商工労働観光課長 まず、賃借権の話です

けれども、町として購入したいという意向は当初

から伝えております。その上で、町の事業に協力
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はするけれども、今は賃借でいきたいという話

で、当初からスタートして。できれば早期に購入

したいという意向は伝えていると。ただ、今はそ

の時期でないというところで、余り話を、したい

したいという話ばかりしてしまっても、相手もあ

ることですので、そこは、貸さないとか売らない

とかというリスクになってしまうと、そもそも論

がちょっと困りますので、少し冷却期間という

か、時間をかけて交渉したいと考えています。 

 また、指定管理料の話なのですけれども、商業

施設と一緒にはなかなかならないのかな、道の駅

の本来の趣旨が違いますので、そこら辺は一緒に

考えるのは難しいかと思っています。 

 以上です。 

○平松委員長 ほかに質疑はありませんか。 

 上野委員。 

○上野委員 １点、お願いしたいのですけれど

も、ナンバー２の１８節負担金、補助及び交付金

の件なのですけれども、この中で、商工業振興事

業補助金というのが６７０万円計上されておりま

すけれども、これについては、どのような形で活

用されたのか、中身について説明をお願いしま

す。 

○平松委員長 商工労働観光課長。 

○磯場商工労働観光課長 商工業振興事業補助金

６７０万円ということで、こちらのほうは、七飯

町商工会の運営補助となってございます。 

 以上です。 

○平松委員長 ほかに質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○平松委員長 ないようですので、質疑を終了い

たします。 

 以上で、商工労働観光課に対する審査を終了し

ます。 

 商工労働観光課長、御苦労さまでした。 

 引き続き、土木課に対する審査を行います。 

 土木課長、御苦労さまです。 

 決算書及び提出資料に基づき、説明をお願いし

ます。 

 なお、資料は事前に配付されておりますの

で、資料の事業決算の具体的な内容について

は、特段の説明がない限り、「記載のとおり」

でよろしいです。 

 それでは、土木課長、お願いいたします。 

○笠原土木課長 それでは、共通様式に従いま

して、事業ごとに説明させていただきます。 

 共通様式ナンバー１、決算書、一般１７０

ページから１７１ページとなります。８款１項

１目、事業予算名、土木総務費で、事業目的は

記載のとおりでございます。予算現額は７６５

万７,０００円に対し、支出済額７６４万８,９

６３円、執行率は９９.９％となっております。 

 なお、支出の主なもの、特定財源は記載のと

おりとなっております。 

 次に、共通様式ナンバー２、決算書は１７０

ページから１７１ページとなります。８款１項

１目、事業予算名、土木作業車管理費で、事業

目的は記載のとおりとなっております。予算現

額は１,６０３万１,０００円に対し、支出済額

１,５７９万５,９０６円、執行率は９８.５％と

なっております。支出の主なものについては記

載のとおりとなっております。 

 次に、共通様式ナンバー３、決算書、一般１

７０ページから１７３ページとなります。８款

１項１目、事業予算名、車両センター管理費

で、事業目的は記載のとおりでございます。予

算現額３９７万４,０００円に対し、支出済額３

７５万８１円、執行率は９４.４％となっており

ます。 

 支出の主なもの、または特定財源については

記載のとおりとなっております。 

 次に、共通様式ナンバー４、決算書、一般１

７２ページから１７３ページとなります。８款

１項１目、事業予算名、水防センター管理費

で、事業目的は記載のとおりでございます。予

算現額２０２万円に対し、支出済額１９９万７,

４３６円、執行率は９８.９％となっておりま

す。 

 支出の主なものについては記載のとおりでご

ざいます。 

 次に、共通様式ナンバー５、決算書１７４

ページから１７５ページとなります。８款２項

１目、事業予算名、道路橋りょう維持費で、事

業目的は記載のとおりでございます。予算現額
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３,３３０万７,０００円に対し、支出済額３,２

９７万６,０１２円、執行率は９９％となってお

ります。 

 支出の主なもの、特定財源については記載の

とおりとなっております。 

 次に、共通様式ナンバー６、決算書、一般１

７４ページから１７５ページとなります。８款

２項１目、事業予算名、除排雪対策費で、事業

目的は記載のとおりでございます。予算現額１

億６,３３０万８,０００円に対し、支出済額１

億３,９４５万１,６３１円、執行率は８５.４％

となっております。 

 支出の主なもの、特定財源については記載の

とおりでございます。 

 次に、共通様式ナンバー７、決算書１７４

ページから１７７ページとなります。８款２項

２目、事業予算名、道路改良事務費で、事業目

的は記載のとおりでございます。予算現額１６

５万５,０００円に対し、支出済額１５４万５,

０２４円、執行率は９３.４％となっておりま

す。 

 支出の主なもの、特定財源については記載の

とおりとなっております。 

 次に、共通様式ナンバー８、決算書１７６

ページから１７７ページとなります。８款２項

２目、事業予算名、町道等単独改良事業費で、

事業目的は記載のとおりとなっております。予

算現額１億６,０９１万３,０００円に対し、支

出済額１億６,０６４万８,６４０円、執行率９

９.８％となっております。 

 支出の主なもの、特定財源は記載のとおりで

ございます。 

 次に、共通様式ナンバー９、決算書１７６

ページから１７７ページとなります。８款２項

２目、事業予算名、道路工事連絡車管理費で、

事業目的は記載のとおりでございます。予算現

額３９万１,０００円に対し、支出済額３５万３

４９円、執行率８９.６％となっております。 

 支出の主なもの、特定財源については記載の

とおりとなっております。 

 次に、共通様式ナンバー１０、決算書１７６

ページから１７９ページとなります。８款２項

２目、事業予算名、社会資本整備総合交付金事

業費(道路)、事業目的は記載のとおりとなって

おります。予算現額２億１,７０４万７,０００

円に対し、支出済額２億１,００７万９,３１８

円で、執行率は９６.８％となっております。 

 支出の主なもの、特定財源については記載の

とおりとなっております。 

 次に、様式ナンバー１１、決算書１７８ペー

ジから１７９ページの８款３項１目、事業予算

名、河川改良事務費で、事業目的は記載のとお

りでございます。予算現額５万７,０００円に対

し、支出済額５万６,１００円、執行率は９８.

４％となっております。 

 支出の主なものについては記載のとおりでご

ざいます。 

 次に、共通様式ナンバー１２、決算書１７８

ページから１７９ページとなります。８款３項

１目、事業予算名、河川改良費で、事業目的は

記載のとおりでございます。予算現額４,７５７

万３,０００円に対し、支出済額４,４９１万５,

０９０円、執行率は９４.４％となっておりま

す。 

 支出の主なもの、特定財源は記載のとおりで

ございます。 

 次に、共通様式ナンバー１３、決算書２３２

ページから２３３ページとなります。１１款２

項１目、事業予算名、道路等災害復旧費で、事

業目的は記載のとおりでございます。予算現額

４９万５,０００円に対し、支出済額４９万５,

０００円、執行率は１００％となっておりま

す。 

 支出の主なものは記載のとおりでございま

す。 

 次に、共通様式ナンバー１４、決算書２３２

ページから２３３ページとなります。１１款２

項２目、事業予算名、河川災害復旧事業で、事

業目的は記載のとおりでございます。予算現額

４９万２,０００円に対し、支出済額４９万１,

７００円、執行率で９９.９％となっておりま

す。 

 支出の主なものについては記載のとおりと

なっております。 
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 続きまして、様式２でございます。 

○平松委員長 土木課長、今、休んでもらってい

いですか。 

 事務局、すみません。何か向こうから音が漏れ

てくるのですけれども、確認をお願いします。 

 暫時休憩いたします。 

午後 １時４６分 休憩 

───────────── 

午後 １時５２分 再開 

○平松委員長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 引き続き、説明をお願いいたします。 

○笠原土木課長 それでは、続きまして、様式２

の予算流用及び予備費充用の状況でございます

が、１１款災害復旧費において、原材料から委託

料へ予算充用を行っております。 

 続きまして、様式３の収入未済額の状況でご

ざいますが、２０款雑入において、横津岳道路

除雪経費負担金が支払者の事務処理遅延により

未収となっておりましたが、令和４年６月２日

に収入済みとなっております。 

 最後に、資料要求のありました令和３年度の

峠下２号線ほか関連事業の委託料、工事請負

費、用地購入費、補償費の内訳につきまして、

皆様にお配りしております。 

 １枚目は内訳の表となっており、２枚目につ

きましては、工区ごとの施工箇所となっており

ますので、御確認いただければと思います。 

 以上で、資料についての説明を終わらせてい

ただきます。よろしくお願いいたします。 

○平松委員長 ありがとうございました。 

 これより、質疑を行います。 

 上野委員。 

○上野委員 １点だけお願いします。 

 ナンバー４なのですけれども、水防センターの

管理費ということで計上された事業なのですが、

施設管理委託料ということで１２６万６,７１４円

という形で計上されております。これは、この施

設を常駐で管理しているということでの費用負担

なのか、まずその点について確認したい。 

○平松委員長 土木課長。 

○笠原土木課長 この委託料につきましては、水

防センターが開設している４月から１１月までの

土日、祝日を除いた時間帯に常駐していただいて

いる委託料ということでございます。 

 以上でございます。 

○平松委員長 上野委員。 

○上野委員 ４月から１１月ということなのです

が、常駐しなければならないのかどうか。要する

に何かあった場合の施設ということなので、ある

程度そういうことも考えられてしかるべきなのか

もしれません。ですけれども、水防センター施設

そのものが、常駐しなければならないような施設

なのかということはちょっと疑問に思うのです。 

 というのは、何か起こったときには、水防セン

ターの施設といいますか、備品といったものと

か、土のうなんかの備蓄したものを活用するとい

うことになっていると思うのですが、常駐しなけ

ればならないのかどうか、そのときに対応できる

ような施設内容になっているのではないかという

感じがするのですが、それについてどうお考えな

のか、お願いします。 

○平松委員長 土木課長。 

○笠原土木課長 今現在、水防センターの設置条

例の施行規則の中では、１１月から３月を除いた

期間、開設するという内容になっております。 

 また、少ない人数なのですけれども、最近、コ

ロナ禍等でさらに少なくなっておりますが、内部

の見学等にいらっしゃる方もいるような状況でご

ざいます。 

 今後の水防センター自体の在り方といいます

か、運営の仕方につきましては、いろいろ活用も

含めて検討していかなければならないと考えてお

ります。職員が常駐するのがいいのかどうかとい

うところは、今のところ施行規則等で定めている

部分がございますので、開設しなければならない

ということでございますけれども、今後の活用の

仕方も含めて検討してまいりたいと考えておりま

すので、御理解のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○平松委員長 上野委員。 

○上野委員 毎年１３０万円近い、１２６万円で

すけれども、出しておりまして、実際にこれまで

何年も立っておりますけれども、常駐しなければ
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ならなかったような事例があったのかどうか、そ

ういうことを考えると、今後、今、答弁でおっ

しゃいましたけれども、再検討していただいたほ

うがいいのではないかと私は思っておりますの

で、よろしくお願いします。 

○平松委員長 土木課長。 

○笠原土木課長 委員の御意見のありましたとお

り、常駐がいいのかどうかというところも含め

て、いろいろ検討させていただきたいと考えてお

りますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○平松委員長 ほかに質疑はありませんか。 

 若山副委員長。 

○若山副委員長 ナンバー１０のところで、資料

を出してもらって、御苦労かけましたということ

で、ありがとうございます。 

 ただ、予算では委託料４,０００万円、峠下２号

線ほか用地測量設計委託料と上がっているのです

けれども、たしか組替えして上がっているのです

けれども、決算を見ると４,８２９万円になってい

て、４,０００万円で予算しているのに４,８００

万円というのは、これはどういうことになるの

か、どういう仕組みでこうなっているのか、そこ

のところを確認したいのですけれども。 

○平松委員長 土木課長。 

○笠原土木課長 こちらのほうは７月に組替えと

いうことで補正させていただいているものでござ

いますが、中身としましては、以前の担当のほう

からも説明があったと思いますけれども、峠下２

号線の用地の補償について、地権者と交渉が難航

しておりまして、令和３年度に完成を予定してい

た国道から国道との交差点を除いた１１５メール

について、事業完了しないという状況になってお

ります。 

 また、峠下４号線については、峠下２号線の未

着手部分と併せた設計委託業務が令和３年度に改

良したことから、令和４年度については住民説明

会を実施し、令和５年から事業着手したいと考え

ております。 

 この４,０００万円の予算に関しましては、委託

料の中の既定の予算を含めて４,８００万円を予定

しておりまして、このときの組替えで、４,０００

万円を委託料に持っていけば、峠下２号線の用地

測量に関しての委託業務が施工できるという観点

から、４,０００万円を委託料に組替えて、既存の

委託料の予算と合わせて施工させていただいたと

ころでございます。 

 以上でございます。 

○平松委員長 若山副委員長。 

○若山副委員長 ４,０００万円で予算組替えたと

きの相手方の感情というのは、峠下２号線改良舗

装工事４,０００万円を振り替えているわけです。

当初予算からいっても委託料は上がっていないの

ですけれども、４,０００万円の予算が４,８００

万円執行されているというのは、その仕組みとい

うか、からくりがよく分からないのですけれど

も、当初予算で委託料というのは、橋梁長寿だと

か道路附属物点検委託料とかで若干上がっている

だけで、特にないのです。４,８００万円を許容す

るような予算ではないような気がするのですけれ

ども、そこのところの考え方を教えていただきた

いのですけれども、お願いします。 

○平松委員長 暫時休憩いたします。 

 ２時１５分再開予定します。 

午後 ２時０１分 休憩 

───────────── 

午後 ２時１５分 再開 

○平松委員長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 若山副委員長の質疑に対する土木課長の答弁よ

り入ります。 

 土木課長。 

○笠原土木課長 貴重な時間を費やしてしまい大

変申し訳ございませんでした。 

 先ほどの質問に答えさせていただきます。 

 委託料の中で、峠下２号線ほか用地測量設計委

託料の下の橋梁長寿命化点検、修繕設計委託料と

道路附属物点検委託料の執行残が、これを組替え

た時点で１,０００万円程度予算が余るという予定

だったことから、４,０００万円だけを繰り替えて

委託料の中で残りの８００万円を支出したという

ことでございます。 

 以上でございます。 

○平松委員長 若山副委員長。 
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○若山副委員長 すみません。今の説明ちょっと

よく理解できなかったのですけれども、そうする

と差額分は別途、資金を繰り越すものが何か残っ

ていたということなのでしょうか。それが分かっ

ていて、なおかつ４,０００万円の振り替えにした

ということなのでしょうか。５,０００万円ぐらい

振り替えればよかったものをと思うのですけれど

も、もう一度、今の説明というのを教えてくださ

い。 

○平松委員長 土木課長。 

○笠原土木課長 同じ委託料の中の橋梁長寿命化

の点検、修繕委託業務、道路附属物点検委託料に

つきましても、同じ社会資本整備交付金の事業と

いうことでございますが、メニュー的に峠下２号

線のものと違うメニューの交付金事業でございま

して、当初町のほうで要望していた要望額よりか

なり低い額の交付金しか出ないという結果になり

まして、予定していた事業費が１,０００万円程度

できなくなったということで、今年度につきまし

ては、予算より１,０００万円程度低い額の事業し

か執行できない見込みだったことから、これが余

ると。もし何もなければ、終了したのでこれを落

とすという考え方でいましたけれども、峠下２号

線の測量設計委託に４,０００万円振り替えて、全

体で５,０００万円程度の委託料が必要だというこ

とから、４,０００万円を工事費より振り替えて、

交付金が当初見込みよりつかなかった、二つの予

算の中から８００万円を振り替えたということで

ございます。 

 以上でございます。 

○平松委員長 若山副委員長。 

○若山副委員長 すみません。よく分からないの

ですけれども、当初予算の社会資本整備総合交付

金事業費(道路)２億４,９００万円あって、委託料

として、橋梁長寿命化点検と道路附属物点検委託

料２,７８０万円あるのですけれども、これ以外に

ないのだけれども、ここから委託料として流用し

たということなので、当初予算の中でというか。

そうすると、委託料から使ったから特に何ら問題

ないということなのですか。そこの説明がよく分

からなかったのですけれども、もう一度お願いし

ます。 

○平松委員長 土木課長。 

○笠原土木課長 おっしゃるとおり、委託料の中

で、二つの委託料が１,０００万円程度執行残とし

て残るということから、４,０００万円の組替えを

行って、結果として４,８００万円の委託料を支出

したということでございます。 

 以上です。 

○平松委員長 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○平松委員長 それでは、質疑を終わります。 

 以上で、土木課に対する審査を終了します。 

 土木課長、御苦労さまでした。 

 次に、都市住宅課の審査を行います。 

 都市住宅課長、御苦労さまです。 

 決算書及び提出資料に基づき、説明をお願いし

ます。 

 なお、資料は事前に配付されておりますので、

資料の事業決算の具体的な内容については、特段

の説明がない限り、「記載のとおり」でよろしい

です。 

 それでは、都市住宅課長、お願いします。 

 都市住宅課長。 

○川島都市住宅課長 それでは、都市住宅課所管

の令和３年度決算を共通様式に従って説明をさ

せていただきます。 

 初めに、共通様式ナンバー１、決算書１７２

ページから１７３ページ、事業決算名は建築指

導費（指導）になります。事業目的は、建築業

務の推進を目的としているものです。当初予算

１６万６,０００円、３月に記載の整理補正を行

い、補正予算額はマイナス１２万５,０００円、

予算現額は４万１,０００円、決算額４万３４０

円、執行率９８.４％となっております。 

 歳入、特定財源は３項目、歳出の具体的内容

は記載のとおりであります。 

 続きまして、共通様式ナンバー２、決算書、

同ページ、事業決算名は建築指導費（営繕）に

なります。事業目的は、建築営繕事務業務を目

的としているもので、当初予算４４万１,０００

円、３月に記載の旅費を整理補正して、予算現

額が４２万５,０００円、決算額が４２万４,０

１６円、執行率９９.８％となっております。 
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 歳入の特定財源なし、歳出の具体的な内容は

記載のとおりです。 

 続きまして、共通様式３、決算書、同ペー

ジ、決算名は建築指導車管理費になります。公

用車１台分の維持管理になります。当初予算９

万３,０００円、３月に整理補正を行い、補正予

算額がマイナス１万８,０００円、予算現額が８

万２,０００円、決算額が６万９,０４０円、執

行率は８４.２％です。 

 歳入と歳出の具体的な内容は記載のとおりで

す。 

 続きまして、共通様式４になります。決算書

１７８ページから１７９ページ、事業決算名は

都市計画総務費になります。当初予算額６１万

１,０００円、補正予算額は、３月に記載のとお

りそれぞれ整理補正を行っております。補正予

算額マイナス１５万６,０００円、予算現額は４

５万５,０００円、決算額は４５万３,２０１

円、執行率は９９.６％です。 

 歳入は記載の５項目、歳出の内容は記載のと

おりでございます。 

 続きまして、共通様式５になります。１８０

ページから１８１ページ、事業決算名は公園整

備管理費になります。目的としては、都市公園

内の維持管理になります。当初予算２,０６０万

５,０００円、補正予算額は４４万８,０００

円、予算現額は２,１０５万３,０００円、決算

額は２,１０２万７,７７９円、執行率は９９.９

％。 

 歳入は記載のとおり、歳出の具体的な内容に

なりますが、１０節需用費、１１節役務費は記

載のとおり。１２節の委託料、全体で７項目ご

ざいますが、下から２項目め、総合公園等除雪

委託料、その下の管理棟維持管理委託料につい

ては、昨年６月に補正で対応しております。続

きまして、１３節の使用料から１７節の備品購

入については記載のとおりですが、ここでは、

備品購入費のラミネートについては、需用費か

ら流用を行って、公園内の注意喚起を促す張り

紙に必要になったため購入しております。 

 続きまして、共通様式６、１８０ページから

１８３ページ、決算名は、公園整備連絡車管理

費になります。目的としては、公用車１台分の

維持管理です。当初予算２１万円、記載のとお

り３月に整理補正、予算現額は２０万９,０００

円、決算額は１８万３,５１４円、執行率は８

７.８％です。 

 歳入、特定財源なし、歳出の内容は記載のと

おりでございます。 

 続きまして、共通様式ナンバー７、１８２

ページから１８３ページ、決算名は都市環境整

備費になります。当初予算４０９万円、記載の

とおり３月に整理補正を行って、補正予算額が

マイナス６６万９,０００円、予算現額３４２万

１,０００円、決算額３４１万８,６６５円、執

行率は９９.９％です。 

 ここでは、１４節工事請負費になりますが、

記載の各項目で実施しており、本町整備、環境

整備工事については、町内会連合からの継続要

望で実施しております。その他の４９万９,４０

０円については、所管課で管理している道路の

路肩補修やグレーチングの蓋を取替えていま

す。 

 続きまして、共通様式８になります。決算書

１８２ページから１８５ページ、項が変わりま

す。決算名は公園住宅管理費になります。当初

予算額１,０７５万円、記載のとおりそれぞれ補

正を行って、補正予算額が２０３万３,０００

円、予算現額は１,２７８万３,０００円、決算

額は１,２６８万９８７円、執行率は９９.２％

です。 

 歳入ついては７項目ありますが、町営住宅の

使用料、駐車場の使用料、退去時の損害賠償等

の収入などとなっております。１節から１１節

については記載のとおりです。１２節委託料

は、記載の５項目ありますが、３項目めの町営

住宅除雪委託料については、２月補正で対応し

ております。また、１４節工事請負費は、公営

住宅入退去補修工事として２９９万９００円、

トータルで１６件、内訳としては、鳴川高台団

地７件、本町上台団地が２件、吉野山２件、大

沼団地５件を実施、対応しております。 

 続きまして、最後に、共通様式９、１８４

ページから１８５ページになります。決算名が
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社会資本整備総合交付金事業になります。当初

予算額１億７,２０６万２,０００円、記載のと

おり補正を行い、補正予算額が６,６８３万１,

０００円、前年度繰越額として７,６４０万６,

０００円、予算現額が３億１,５２９万９,００

０円、決算額は２億３,３７０万９,０３７円、

翌年度繰越額として７,５４７万円、不用額は６

１１万９,９６３円で、執行率は９８.１％と

なっております。 

 歳入、特定財源は記載のとおりで、ここで

は、不用額６１１万９,９６３円について説明さ

せていただきます。表の左下に参考として、令

和３年度分と前年度繰り越し分の内訳を載せて

おりますので御覧願います。 

 初めに、令和３年度分の不用額４４７万３,０

００円でありますが、当初予算で執行した冬ト

ピア団地については、額の確定に伴い、３月の

定例会で整理補正をしておりますが、本町上台

地、桜Ｂ団地については、繰越明許事業とし

て、１２月の定例会で増額補正した管理委託、

工事請負、また、支障物件の補償費分につい

て、３月末に翌年度繰越額の確定に伴い、不用

額が生じたものになります。また、前年度分の

繰り越し分の不用額については、本町上台団

地、桜Ｂ団地の入札執行残となっております。

この内訳については、右側の歳出欄にそれぞれ

項目ごと具体的な内容となっております。 

 共通様式については、以上であります。 

 続きまして、様式３の収入未済額の状況にな

ります。 

 ここでは、ナンバー１として、上段の部分に

なりますけれども、これについては、町営住宅

使用料、中段から下がナンバー２の町営住宅の

駐車場使用料になります。 

 初めに、ナンバー１の現年度分の収入未済額

の欄になりますが、直近の収入データによりま

すと、現在、１０件に対して５２万３,１００

円、この部分が１件で、残りが１７万４００円

となっております。また、ナンバー２の駐車場

使用料の現年度分になりますが、収入未済額、

７件、５万１,０００円のところ、１件で金額が

１万２,０００円となっております。引き続き粘

り強く徴収してまいります。 

 説明は以上であります。よろしく御審議のほ

どお願いします。 

○平松委員長 ありがとうございます。 

 これより、質疑を行います。 

 畑中委員。 

○畑中委員 ２点ほどお尋ねします。 

 まず１点目は、ナンバー５の特定財源があり

ます。自動販売機設置手数料、決算額が６万８,

８８３円となっているのですけれども、この場

合は、電気料等については設置者のほうで持っ

ているものかどうか、その辺をまず１点、確認

したいと思います。 

 それからもう一つは、住宅の駐車場の件なの

ですけれども、共通様式３の資料を見ているの

ですけれども、５万１,０００円の収入未済が出

ているのですけれども、駐車料がかかるという

と、大沼団地あるいは冬トピア、それから上台

等だと思うのですけれども、それぞれ駐車料は

違うのでしょうか、それとも全部同じなのです

か。 

 そしてまた、生活困窮となっていますけれど

も、駐車料を納められない方の、町営住宅の中

を見ますと、意外とすごくいい車に乗っている

場合もあるのです。払わない方というのは、本

当に生活困窮なのかどうか、たまにいい車も見

かけるものですから、その辺きちっと調べてい

るかどうか、その辺についてお尋ねします。 

 以上です。 

○平松委員長 都市住宅課長。 

○川島都市住宅課長 それでは、２点ほどの質問

にお答えいたします。 

 まず、共通様式ナンバー５の公園整備管理費、

特定財源の自動販売機の設置手数料については、

６万８,８８３円になっていますけれども、電気料

については、その分この中で差し引いた中で、相

手持ちになっておりますので、御理解願います。 

 続きまして、様式３について、駐車場使用料の

５万１,０００円となっておりますが、これについ

ては、先ほど説明したとおり、７件の部分が１

件、残りが１万２,０００円ほどになっております

が、上の住宅使用料についても残り１件で、金額
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が５２万３,１００円のところが１７万４００円と

なっておりますが、現年度分滞納繰り越し分につ

いての１件については、同一の方になっておりま

す。これについては、住宅の使用料だけではなく

て、税金のほうも滞納されている方で、先月、私

どもと税務の担当者が、こちらに来ていただい

て、税金のほうは昨日払われたのですけれども、

残りの使用料については今後支払う手続を取って

おりまして、また、この方については、住宅自体

はみんな平等な施設になりますので、この方だけ

がこういうふうになるということはできませんの

で、来月に一応退去してもらうような形で、残り

については、また話合いの中で、粘り強く徴収し

てまいりたいと思います。 

 また、駐車場の使用料については、毎月１,５０

０円で、場所については、大沼団地と鳴川高台、

冬トピア団地になります。御理解願います。 

○平松委員長 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○平松委員長 それでは、質疑を終わります。 

 以上で、都市住宅課に対する審査を終了しま

す。 

 都市住宅課長、御苦労さまでした。 

 次に、上下水道課の審査をいたします。 

 上下水道課長、御苦労さまです。 

 水道事業会計と下水道事業会計について、決

算書及び提出資料に基づき、説明をお願いしま

す。 

 なお、資料は事前に配付されておりますの

で、資料の事業決算の具体的な内容について

は、特段の説明がない限り、「記載のとおり」

でよろしいです。 

 それでは、上下水道課長、お願いいたします。 

 上下水道課長。 

○池田上下水道課長 それでは、水道事業会計

決算について、要求された資料に沿って説明さ

せていただきます。 

 初めに、決算書から説明させていただきま

す。お手元に御用意願います。 

 最初に、決算書の目次からとなりますが、水

道事業会計決算については３部構成となってお

り、上から順に、決算報告書、財務諸表、次

に、事業報告書、最後は決算附属書類の構成と

なっておりますが、決算書のページ総数が５０

ページに及ぶため、内容については要点のみ説

明させていただきます。 

 それでは、初めに、水道２ページ、決算報告

書を御覧願います。 

 １番、収益的収入及び支出の決算報告でござ

いますが、これは消費税込みの決算額となりま

す。 

 収入では、第１款水道事業収益は、予算額５

億２,６００万円に対し、決算額は５億２,５４

６万１,０１２円で、予算額に比べ決算額は５３

万８,９８８円の収入減となっております。ま

た、決算額のうち、仮受消費税及び地方消費税

として４,０５２万４,１７６円の消費税が含ま

れております。 

 次に、下段の支出では、第１款水道事業費用

は、予算額４億４,０００万円に対し、決算額は

４億３,７００万９,４２３円で、不用額は２９

９万５７７円、執行率は９９.３％となります。

同じく決算額には仮払消費税及び地方消費税分

として１,１３１７万９,０７１円の消費税が含

まれております。 

 続きまして、水道の４ページの２番、資本的

収入及び支出の決算報告でございますが、こち

らも同じく消費税込みの決算額となります。 

 収入では、第１款資本的収入は、予算額１億

５,０５９万９,０００円に対し、決算額は１億

５,０５９万８,３２２円で、予算額に比べ、決

算額で６７８円の収入減となっております。 

 次に、下段の支出では、第１款資本的支出

は、予算額３億８,２５５万５,０００円に対

し、決算額は３億８,１１５万３,６２２円で、

不用額は１４０万１,３７８円、執行率は９９.

６％となります。同じく決算額には仮払消費税

及び地方消費税分として２,１２２万７,０００

円の消費税が含まれております。 

 決算報告書、一番下の注意書き１でございま

すが、資本的収入額が資本的支出額に対して不

足する額、収支差引額となりますが、２億３,０

５５万５,３００円については記載のとおりと

なっております。 
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 次に、水道７ページとなります。 

 ここからは財務諸表の説明となりますが、財

務諸表の会計処理については、消費税額を除い

た税抜き方式の計算書となっております。 

 最初に、損益計算書、１の営業収益の合計４

億６１９万５,４５４円から２の営業費用の合計

３億８,４１６万７,９０２円を差し引いた２,２

０２万７,５５２円の営業利益となっておりま

す。 

 次に、３の営業外収益の合計７,８６３万３５

８円を加え、４の営業外費用の合計３,７４３万

７,９２２円を差し引いた６,３２１万９,９８８

円が経常利益となります。そこに５の特別利益

１１万１,０２４円を経常利益に加え、６の特別

損失７万３,１２８円を差し引いた６,３２５万

７,８８４円が当年度純利益となります。この当

年度純利益に前年度からの繰越利益剰余金等を

加え、１億３,８１８万４,２１９円が当年度未

処分利益剰余金となり、この額の一部を減債積

立金などへ積立処分を行うこととなります。 

 続きまして、水道８ページ、３、剰余金計算

書となります。この表は、貸借対照表で整理す

る資本金及び剰余金がその年度中にどのように

増減変動したかを表す計算書となります。 

 先ほど説明した当年度純利益は６,３２５万

７,８８４円で、利益剰余金の未処分利益剰余金

当年度変動額の欄に記載しており、前年度繰越

利益剰余金等を加え１億３,８１８万４,２１９

円が当年度末残高となります。 

 なお、注意２にありますとおり、令和２年度

期末利益計上その他未処分利益剰余金変動額に

ついては、自己資本造成のため組入資本金へ振

り替えを行っております。 

 次に、その下段、４、剰余金処分計算書とな

ります。地方公営企業法第３２条第２項より、

公営企業は、その財政的基盤を確立し、健全な

運営を行うために毎事業年度に生じた利益の全

部または一部を条例の定めるところにより、ま

たは議会の議決を経て処分することができると

定められております。 

 令和３度の未処分利益剰余金の当年度末残高

１億３,８１８万４,１２９円に対して、七飯町

公営企業の剰余金処分等に関する条例の規定に

よる積立処分として、未処分利益剰余金１億３,

８１８万４,１２９円の２０分の１以上の額であ

る３,０００万円を企業債の償還に充てる目的の

減債積立金に積み立て、同じく条例第２条第２

項の規定により、建設改良費の補塡財源に使用

される建設改良積立金に４,０００万円を積み立

てております。 

 この結果、令和３年度期末減災積立金の残高

は２億７,０００万円から令和４の期首には３億

円に、同じく令和３年度期末建設改良積立金の

残高は７,５００万円から令和４年の期首には１

億１,５００万円となります。 

 続きまして、水道１０ページ、５の貸借対照

表となります。 

 最初に、資産の部からとなりますが、１の固

定資産については、配水管や電気計装設備な

ど、４条予算により整備した水道施設の取得価

格、減価償却累計額、残存価格などを表し、固

定資産合計額では、前年度より９３７万５５１

円増加し、４５億１,２６０万５,４９１円とな

りました。 

 次に、２の流動資産は、現金、預金の期末残

高、未収分の水道料金などを計上しており、前

年度と比較し２,０７７万６,６３９円増加し、

４億５,６０３万９,９３４円となっておりま

す。 

 次に、水道１１ページの負債の部となります

が、３の固定負債と４の流動負債には、主に企

業債の年度末現在高を計上しており、令和４年

度の企業債償還額として１億５,２９９万８,８

５０円を流動負債に、令和５年以降償還予定の

企業債残高２３億４,６２６万５,６１３円を固

定負債に計上しています。令和３年度末の企業

債現在高は、前年度と比較して６５万６,６２２

円減少し、２４億９,９２６万４,４６３円と

なっております。 

 次に、５の繰延収益は、償却資産の取得に伴

い交付された補助金を長期前受金の項目に整理

しており、長期前受金の年度末残高は２４億９,

３９３万７,６３０円、資産の減価償却に見合う

収益化累計額は１０億７,２９９万６,１９５円
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で、繰延収益合計は１４億２,０９４万１,４３

５円となり、約５７％が今後収益化する残存価

格となっております。 

 続きまして、水道１２ページの資本の部とな

りますが、６の資本金のうち固有資本金９,６１

１万９,９８７円は、企業開始時の引き継ぎ資本

金、出資金は２,１２２万１,０００円で、一般

会計出資分として、昭和５５年度に１,０８２万

６,０００円、平成５年度に１,０３９万５,００

０円の出資を受け入れております。そのほか組

入資本金として４億２,５８２万２,９８０円

で、企業開始後の利益を源泉とする自己資本造

成分として計上されております。 

 ７の剰余金は、先ほどの剰余金計算書で説明

しておりますので、ここでの説明は割愛させて

いただきます。 

 この結果、負債資本の合計は４９億６,８６４

万５,４２５円で、前年度より３,０１４万７,２

００円増加しており、決算書、水道１０ページ

の資産の合計額と一致しております。 

 続きまして、水道１３ページの、６の注記と

なります。 

 地方公営企業法第３５条第４０から第４１条

に規定される事項について、七飯町水道事業会

計の基準及び手続等を注記として開示しており

ます。 

 １の重要な会計方針に係る事項に関する注記

には、①棚卸資産の評価基準、評価方法、②固

定資産の減価償却の方法、③引当金の計上方

法、④消費税等の会計処理の基準を定めており

ますが、前年度決算と記載内容等に変更はござ

いません。 

 次に、水道の１４ページ、２の貸借対照表等

に関する注記には、当年度の引当金の移動額に

ついて記載しております。今年度も過年度営業

未収金で、収納実績等より同引当金から特別利

益１１万１,０２４円を戻入しております。 

 次に、水道１５ページ、３、セグメント情報

に関する注記ですが、企業会計規程第１０４条

第１項第１号より、報告セグメントを七飯地

区、藤城地区及び大沼地区に分け、それぞれの

営業収益、営業費用等の金額を明示しておりま

す。このセグメントでは、中段の経常損益欄で

６,３２１万９,９８８円の経常利益の内訳とし

て、七飯地区で１億１,２３５万７,５２３円の

経常利益に対し、藤城地区は３,２０２万３,８

９７円、大沼地区では１,７１１万３,６３８円

のいずれも経常損失を計上しており、七飯地区

での利益により他の地区の損失を補っている収

支構造となっていることが分かります。 

 ここまでが決算報告書と財務諸表の説明でご

ざいます。 

 次に、水道１７ページから事業報告書となり

ます。 

 次の水道１８ページをお開き願います。 

 令和３年度七飯町水道事業報告書でございま

す。 

 １、概要、（１）総括事項ですが、イの給水

人口及び配水状況並びにロの建設改良事業等は

記載のとおりとなっております。 

 次の水道１９ページ、ハの財政状況について

も記載のとおりとなっておりますので御覧くだ

さい。 

 次に、水道２０ページには、経営指標に関す

る事項、議会議決事項、行政官庁認可事項、職

員に関する事項、料金その他供給条件の設定ま

たは変更に関する事項などは記載のとおりと

なっております。 

 なお、令和４年３月２９日施行の地方公営企

業法、施行規則第４８条第６項の改正を受け、

事業報告書に今年度決算書より、経営指標に関

する事項の項目を追加しておりますが、当町の

公営企業決算においては、従前より経営指標に

関する事項を記載しておりますので、同指標が

記載されているページについての記載となって

おります。 

 次に、水道２１から２４ページ、２の工事に

関する事項ですが、令和３年度において着工ま

たは竣工した建設工事、改良工事等の施工内容

について、水道２１ページ、２、(１)建設工事

は３件で、鳴川第３水源の管理等、電気計装送

水管等工事外２件の概要を記載しております。 

 水道２２ページには、２番目として、改良工

事は、契約額が１,０００万円以上の５件で、老
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朽管の布設替工事４件、計装機械の更新１件の

概要を記載しております。 

 水道２３ページには、３番目として、保存工

事は、水道メーターの購入費と取替工事で、台

数数及び金額を記載しております。 

 なお、４番目の受託工事については、当年

度、該当がございませんでした。 

 続きまして、水道２４ページから３の業務に

関する事項ですが、予算に定められた業務の予

定量について、年度末における実績を記載して

おり、それぞれ前年度と比較しておりますので

後ほど御確認いただければと思います。 

 なお、水道の２５ページにあります令和３年

の給水原価は１３７円９４銭で、水道５１ペー

ジにあります供給単価１５６円６７銭となって

おります。 

 続きまして、水道の２６、２７ページ、４の

会計に関する事項となります。 

 １番、重要契約の要旨ですが、令和３年度中

に契約締結した１件１００万円以上の契約とな

ります。総数は２５件で、内容は記載のとおり

でございます。 

 次に、水道２８ページ、２、企業債及び一時

借入金の概況でございますが、将来世代への負

担等を考慮し、企業債等に極力依存しない形で

施設等の更新を行うべく、起債額、償還額を管

理しております。 

 なお、詳細は水道１１ページの固定流動負債

において説明しておりますので割愛いたしま

す。 

 その下、３、その他会計経理に関する重要事

項は記載のとおりですが、ハの企業管理規程等

の整備について、地方自治法の改正に伴い、従

前指定代理納付者、七飯町の場合はクレジット

カード納付等の取扱規程で使用しておりました

が、指定納付受託者とすることで、公金の取扱

いを幅広くできるようにした改定により、関連

する公営企業管理規程等の改正を実施しており

ます。 

 水道２９ページ、５、付帯事項、６、その他

の不課税収入の使途の特定について並びに２の

決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事

項についても、記載のとおりですので、説明に

ついては省略させていただきます。 

 続きまして、決算附属書類となります。 

 水道３３ページをお開き願います。 

 七飯町公営企業のキャッシュフロー計算書

は、間接法表示に準拠して作成しており、当年

度純利益が計算の基点となります。決算事業年

度の損益計算書、剰余金計算書、前年度、当年

度の貸借対照表の増減数値より作成されてお

り、１の業務活動により、キャッシュフローは

２億３,２０７万４,６９７円の資金収入で、同

区分には、通常の業務活動の実施による資金の

増減、サービスの提供による収入、原材料、商

品またはサービスの購入に伴う支出、投資並び

に財務以外の取引や企業債の借入れに伴う支出

等も記載することとなっております。 

 ２番目の投資活動によるキャッシュフローは

２億８６７万１,６７８円で、同区分は、将来に

向けた運営基盤の確立のために行われる投資活

動のよる資金の増減を表し、固定資産や投資資

産の取得、売却のための資金の増減を表してお

ります。 

 ３の財務活動によるキャッシュフローは６５

万６,６２２円となります。同区分は、資金の調

達により、資金の増減を表したもので、増減よ

る収入、支出のほか、借入、返済による資金の

増減を表しております。 

 この結果、令和３年度中の資金増加額は２,２

７４万６,３９７円であり、期末残高４億４３８

万９,５３７円となっております。 

 次に、水道３４ページ、２の収益費用明細書

でございます。 

 収益計算書の内訳となりますが、１の収益明

細については、水道の７ページで、内訳並びに

水道１４ページの内容と重なりますので、ここ

での説明は割愛させていただきます。 

 次に、水道３６ページとなります。 

 ２の費用の明細から簡単に説明いたします。 

 １款水道事業費用は４億２,１６７万８,９５

２円で、前年度と比較して５７７万９１４円減

少し、増減率は１.４％の減となっております。 

 １項営業費用は３億８,４１６万７,９０２円
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の内訳ですが、１目原水及び浄水費は、水源涵

養及び原水の取り入れ並びに原水の滅菌に係る

設備の維持及び作業に要する費用で２,７４７万

７,８３１円となっております。 

 主な支出は、水質検査委託料、施設の動力費

等となっております。 

 次に、２目配水及び給水費は、配水池、配水

管など、配水に係る設備並びに給水装置に附属

する量水器等の維持及び涵養に要する費用で５,

３９０万９,８４９円となっております。 

 主な支出は委託料で、七飯管工事業協同組合

への給排水総合管理業務委託や配水施設修繕料

となっております。 

 次に、水道３７ページ、３目受託工事費は、

給水装置の新設または修繕等の受託工事に要す

る費用ですが、当年度の支出はございませんで

した。 次に、４目業務費は、水道料金の調

定、収入及び検針等の業務に要する費用で３,１

２６万２,０４８円となっております。 

 主な支出は、検針委託料のほか口座、コンビ

ニ、クレジット収入に係る手数料、量水器取替

工事代等となっております。 

 次に、５目総係費は、水道事業活動の全般に

関連する費用で１７９万２,８５４円となってお

ります。 

 主な支出は、庁舎使用等よる光熱費、通信

費、企業会計システム利用料等となっておりま

す。 

 次に、水道３８ページ、６目職員給与費は、

職員６名分の給与、法定福利費等で４,７８７万

９,４７８円となっております。 

 次に、７目減価償却費は、有形・無形固定資

産の減価償却費で２億１,１６５万３,１５１円

となっております。 

 ８目資産減耗費は、有形固定資産の除却損の

ほか、棚卸資産の棄損、変質または滅失による

除却費及び低価法による評価損等を計上するこ

とになっておりますが、固定資産の除却費とし

て１,０１９万２,６９１円となっております。 

 次に、２項営業外費用は３,７４３万７,９２

２円で、内訳は支払利息で、企業債利息となり

ます。 

 次に、３項特別損失は、過年度損益修正損

で、前年度以前の総益の修正で、損失の性質を

有するものを計上しており、この内容は、水道

料金の過年度還付金等で９件、７万３,１２８円

となっております。 

 次に、水道３９ページ、３、資本的収支明細

書でございます。 

 資本的収入については、特定収入割合が基準

率の５％を下回っているため、消費税分の収入

は受けておりません。 

 それでは、１の収入の明細では、１款資本的

収入は１億５,０５９万８,３２２円で、前年度

と比較して１６３万７,１３３円の減少、減少率

は１.１％の減となっております。 

 収入の内訳では、１項企業債が１億４,７００

万円で、前年度と比較して４２０万円の増。２

項長期前受金は、電線共同溝施設工事、国道５

号に伴う水道管移設工事費の補償費で３５８万

９,３２２円で、前年度と比較して６７８万９,

６７８円の減となっております。 

 次に、水道４０ページです。２番の支出の明

細ですが、１款資本的支出は３億５,９９２万

６,６２２円で、前年度と比較して３,４７６万

６,２１４円の減少、増減率は８.８％の減と

なっております。 

 支出の内訳では、１項建設改良費は、水道施

設の整備改良等に要する経費を計上しており、

決算額は２億１,２２７万円で、前年度と比較し

て３,９６０万９,９２８円の減。 

 ２項企業債償還金は１億４,７６５万６,６２

２円で、前年度と比較して４８４万２,８１４円

の増となっております。 

 ここまでが収益費用と資本的収支の明細書で

ございます。 

 この後のページの固定資産、企業債明細書に

つきましては、前段でも説明したものもござい

ますので、ここでの説明は割愛させていただき

ます。 

 最後に、決算書５０ページ、５１ページに

は、参考として、七飯町水道事業の経営分析、

財務分析表を掲載しておりますので、後ほど御

覧いただければと思います。 
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 以上で、令和３年度七飯町水道事業会計決算

の概要の説明を終わります。 

 続きまして、要求資料について御説明いたし

ます。 

 指定された共通様式２で説明させていただき

ます。 

 ナンバー１、４款衛生費１項保健衛生費１目

保健衛生総務費は、水道事業会計へ一般会計か

らの繰出金１,３４０万５,０００円で、前年度

比５,９７９万９,０００円の減でございます。 

 具体的な内容としましては、旧簡水債利息分

として１,３２０万４,０００円、企業職員児童

手当３４万円であり、詳細については、事業決

算の具体的な内容などを御参照願います。 

 次のページ、指定様式３の収入未済額の状況

ですが、表の上段は現年度分の内訳で、水道料

金と手数料で、令和３年度調定等から発生した

収入未済額は４,３２８万６,５５３円で、前年

度と比べ２０８万５,８５５円の減となっており

ます。 

 表の下段は、滞納繰越分の状況ですが、収入

未済額は全て水道料金となります。一番下の合

計の欄でございますが、調定額合計４,５０７万

７２８円から収入額合計４,３７７万１,４３５

円と、不納欠損額合計３２万６５０円を差し引

いた９７万８,６４３円が収入未済額となりま

す。年度別の内訳については記載のとおりと

なっております。 

 次のページ、次に、様式４、不納欠損処分の

状況でございます。理由別では、生活困窮、居

所不明、本人死亡等による事由で、１２５件、

３５人で、金額３２万６５０円の不納欠損処分

を行っております。 

 なお、法的根拠につきましては、いずれも令

和２年４月１日改正前の民法第１７３条の債権

の消滅時効によるものでございます。 

 以上で、提出した資料の説明を終わらせてい

ただきます。よろしく御審議賜りますお願いい

たします。 

○平松委員長 もうちょっとですから、下水道の

説明も一緒にお願いします。 

○池田上下水道課長 それでは、下水道事業会計

決算について、要求された資料に沿って説明さ

せていただきます。 

 初めに、決算書から説明させていただきま

す。 

 最初に、決算書の目次からとなりますが、水

道事業同様３部構成となっており、上から順に

決算報告書、財務諸表、次に事業報告書、最後

は決算附属書類の構成となりますが、決算書の

ページ総数が５０ページに及ぶため、内容につ

いては要点のみの説明とさせていただきます。 

 それでは初めに、下水５４ページ、決算報告

書を御覧願います。 

 １の収益的収入及び支出の決算報告でござい

ますが、これは消費税込みの決算額となりま

す。 

 収入では、第１款下水道事業収益は、予算額

７億３,０９０万円に対し、決算額は７億３,２

９６万５,６５９円で、予算額に比べ、決算額は

２０６万５,６５９円の収入増となっておりま

す。また、決算額のうち、仮受消費税及び地方

消費税として３,７１９万８,５３４円の消費税

が含まれております。 

 次に、下段の支出では、第１款下水道事業費

用は、予算額７億２,９００万円対し、決算額は

７億２,５５８万８,２９３円で、不用額は３４

１万１,７０７円と、執行率は９９.５％となり

ます。同じく決算額には仮払消費税及び地方消

費税として１,８３５万９６８円の消費税が含ま

れております。 

 続きまして、下水の５６ページ、２の資本的

収入及び支出の決算報告でございますが、こち

らも同じく消費税込みの決算額となります。 

 収入では、第１款資本的収入は、予算額２億

８,５５２万円に対し、決算額は２億７,８６３

万１,１７６円で、予算額に比べ、決算額は６８

８万８,８２４円の収入減となっております。 

 次に、下段の支出では、第１款資本的支出

は、予算額４億９,２０７万３,０００円に対

し、決算額４億８,３９５万５,７６８円と、翌

年度に繰り越す額６１２万６,７５０円を差し引

いた不用額は１９９万４８２円、繰り越し分を

除いた執行率は９８.４％となります。同じく決
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算額には仮払消費税及び地方消費税分として８

６９万４,０１２円の消費税支払額が含まれてお

ります。 

 決算報告書、一番下の注意書き１でございま

す。資本的収入額が資本的支出額に対して不足

する額、収支差引額となりますが、２億５３２

万４,５９２円については記載のとおりとなって

おります。 

 次に、下水の５９ページとなります。 

 ここからは、財務諸表の説明となりますが、

財務諸表の会計処理につきましては、消費税額

を除いた税抜き方式の決算書となっておりま

す。 

 最初に、損益計算書、１の営業収益の合計３

億８,０９０万１,１０４円から２の営業費用の

合計６億３,４１４万９,６６４円を差し引いた

２億５,３２４万８,５６０円が営業損失となり

ます。 

 次に、３の営業外収益の合計３億１,４０７万

３,４８４円を加え、４の営業外費用の合計６,

０８９万６,２２６円を差し引いた７万１,３０

２円の経常損失となり、５の特別利益７９万２,

５３７円を経常損出に加え、６の特別損失７万

１,３８８円を差し引いた６４万９,８４７円が

当年度の純利益となります。この当年度純利益

に前年度の繰越利益剰余金を加え、３,００６万

３,９８２円が当年度未処分利益剰余金となりま

す。 

 続きまして、下水の６０ページ、３の剰余金

計算書となります。この表は、貸借対照表で整

理する資本金及び剰余金がその年度中にどのよ

うに増減したかを表す計算書となります。先ほ

ど説明した当年度純利益６４万９,８４７円は、

利益剰余金の未処分利益剰余金、当年度変動額

の欄に記載されており、前年度繰越利益剰余金

を加えた３,００６万３,９８２円が当年度末残

高となります。 

 次に、その下段の４の剰余金処分計算書とな

りますが、地方公営企業法第３２条第２項によ

り、令和３年度の未処分利益剰余金の当年度末

現在高３,００６万３,９８２円に対して、七飯

町公営企業の剰余金の処分等に関する条例の規

定により積み立てとして、未処分利益剰余金

の、先ほどの額の２０分の１以上の額２００万

円を企業債の償還に充てる目的の減債積立金に

積み立てをしております。 

 その結果、令和３年度期末減災積立金の残高

は、２００万円から令和４年度期首には４００

万円となります。 

 続きまして、下水６２ページの５の貸借対照

表となります。 

 最初に、資産の部からとなりますが、１の固

定資産については、下水道管や汚水処理設備な

ど、４条予算により整備した下水道施設の取得

価格、減価償却累計額等を表し、固定資産合計

では、前年度より３億８０１万１,９８０円減少

し、９６億１,４７１万６,０４４円となりまし

た。 

 次の２の流動資産は、現金、預金の期末残高

で、未収分の下水道使用料などを計上してお

り、前年度と比較して２,８２６万４９５円増加

し、９,１８０万６,７９４円となっておりま

す。 

 次に、下水の６３ページの負債の部となりま

すが、３の固定負債と４の流動負債には、水道

事業と同じく企業債の年度末現在高を計上して

おり、令和４年度の企業債償還額として３億２,

６９５万６２１円を流動負債に、令和５年以降

の総支払予定額１９億８,３７８万１,４２０円

を固定負債に計上しております。令和３年度末

の企業債現在高は、前年度比較して３億３,０７

９万５,４３１円減少し、２３億１,０７３万２,

０４１円となっております。 

 次に、５の繰延収益は、償却資産の取得に伴

い交付された補助金等であり、長期前受金の年

度末現在高は５０億８,３９６万８,０９６円、

資産の減価償却に見合う収益化累計額は４億１,

０１４万３,７８７円で、繰延収益合計は４６億

７,３８２万４,３０９円となっております。 

 続きまして、下水の６４ページの資本の部と

なります。６、資本金は固有資本金で２１億７,

０６０万６,５４２円、繰入資本金３億８,８４

７万１,１３０円、資本剰余金として、流動資産

評価額３１７万１,７０２円、補助金等として、
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国庫補助金、道補助金の合計で７,１２１万５,

３０６円、受益者負担金５万２,９２４円、その

他他会計補助金、他会計負担金、工事負担金等

で２,２６１万９９２円となっております。 

 ７の剰余金は、先ほどの計算書で説明してお

りますので、ここでの説明は割愛させていただ

きます。 

 この結果、負債資本の合計は９７億６５２万

２,８３８円で、前年度より２億７,９７５万１,

４８５円減少しており、決算書、下水６２ペー

ジの資産の合計額と一致しております。 

 続きまして、下水の６５ページ、６の注記と

なります。 

 地方公営企業法第３５条から第４１条の規定

される事項について、七飯町の下水道事業会計

の基準及び手続等を注記として開示しておりま

す。 

 １の重要な会計方針に係る事項に関する注記

には、１の固定資産の減価償却費の方法、２の

引当金の計上方法、３の受益者負担金の経理方

法、４の消費税等の会計処理の基準を定めてお

りますが、前年度決算と記載内容等に変更はご

ざいません。 

 下水６６ページ、２、貸借対照表等に関する

注記には、当年度の引当金の移動額について記

載しております。今年度も過年度営業未収金の

収納実績等より同引当金から特別利益として７

９万２,５３７円を戻入しております。 

 下水６７ページ、３のセグメント情報に関す

る注記ですが、企業会計会計規程第１０４条第

１項第２号より、報告セグメントを、公共下水

道、特定環境保全公共下水道に分け、それぞれ

の営業収益、営業費用等の金額を明示しており

ます。 

 このセグメントでは、中段の経常損益の欄で

７万１,３０２円の経常損失の内訳として、公共

下水道事業３１万３,５０７円の経常損失に対し

て、特環下水道事業は２４万２,２０５円の経常

利益を計上している形になっておりますが、特

環下水道事業に対して、公共下水道事業から会

計間調整交付金、下水の８１ページに記載があ

るのですが、６０７万円の調整を行っており、

この調整前では、公共下水道事業は５７５万６,

４９３円の経常利益、特環下水道事業は５８２

万７,７９５円の経常損失となっておりました。

そのため公共下水道事業の利益により、特環下

水道事業の損失を補っている収支構造となって

いるのが分かります。 

 ここまでが、決算報告書と財務諸表の説明で

ございます。 

 次に、下水６９ページから事業報告書となり

ます。 

 下水の７０ページをお開き願います。 

 令和３年度七飯町下水道事業報告書でござい

ます。 

 １の概況、１、総括事項ですが、イの処理区

域内人口、水洗化済み人口及び汚水処理状況並

びにロの建設改良事業等は記載のとおりとなっ

ております。 

 次の下水７１ページ、ハの財政状況について

の説明でございますが、前段で説明したとおり

でございますので、ここでの説明は割愛させて

いただきます。 

 下水の７２ページには、経営指標に関する事

項、議会議決事項、行政官庁認可事項、下水の

７３ページには職員に関する事項、料金その他

供給条件の設定または変更に関する事項などを

記載しております。 

 次に、下水の７４ページから７６ページは、

２の工事に関する事項となりますが、令和３年

度において着工または竣工した建設工事、改良

工事等の施工内容を記載しております。 

 下水７４ページ、１の建設工事は２件で、大

沼下水浄化センター電気設備更新工事外１件の

概要を記載しております。 

 下水７５ページ、２の改良工事は３件で、公

共下水道汚水枡新設その２工事外２件の工事の

概要を記載しております。 

 なお、下水７６ページの３の保存工事、４の

受託工事については、当年度、該当はございま

せんでした。 

 続きまして、下水の７７ページから３の業務

に関する事項ですが、予算に定められた業務の

予定量について、年度末における実績を記載し
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ており、それぞれ前年度と比較しておりますの

で、後ほど御確認いただければと思います。 

 続きまして、下水の７９ページから、４の会

計に関する事項となります。 

 １、重要契約の要旨でございますが、令和３

年度中に契約締結した１件１００万円以上の契

約となります。総数は１１件で、内容は記載の

とおりでございます。 

 次に、下水８０ページ、２の企業債及び一時

借入金の概況でございますが、インフラ整備の

ため急速に整備した下水道施設に対する企業債

の償還を現在進めております。 

 なお、詳細は下水６３ページ、固定・流動負

債において説明しておりますので割愛いたしま

す。 

 その下、３、その他の会計経理に関する重要

事項は記載のとおりで、下水の８１ページの

５、附帯事項、下水８２ページ２の決算日以後

に生じた企業の状況に関する重要な事項につい

ても、記載のとおりですので、説明については

省略させていただきます。 

 なお、一般会計からの繰入金の使途につい

て、６、その他の１、不課税収入の使途の特定

を通じて御説明させていただきます。 

 １番、他会計負担金５,４５２万６,５８６円

は、記載のイからチにあるとおり、基準内繰入

として認められている一般会計からの繰入れ

で、主に企業債の償還等に充当しております。 

 ２の他会計補助金は、３条、営業収支不足分

に充当している分で５,４９５万６,０３８円

で、３条関係の一般会計繰入金は合計で１億９

４８万２,６２４円となります。 

 次に、６の建設改良費の財源として、他会計

補助金、４条分で８４万６,５３７円、７の他会

計出資金として１億７,９６７万８３９円で、４

条関係の一般会計繰入金は合計１億８,０５１万

７,３７６円、令和３年度一般会計繰入金の合計

は２億９,０００万円となっております。 

 続きまして、決算附属書類となります。 

 下水８５ページをお開き願います。 

 キャッシュフロー計算書でございますが、基

本的な考え方は、水道事業と同一であり、間接

法表示に準拠して作成しており、当年度純利益

が計算の基点となっております。 

 １の業務活動によるキャッシュフローは２億

２,２８８万４,３０２円、２の投資活動による

キャッシュフローは４,７５９万３,２２０円、

３の財務活動によるキャッシュフローは１億５,

１１２万４,５９２円となり、この結果、令和３

年度中の資金増加額は２,４１６万６,４９０円

であり、期末残高３,８９８万６,３３６円と

なっております。 

 次に、下水の８６ページ、２の収益費用明細

書でございます。 

 損益計算書の内訳となりますので、（１）の

収益明細書については、下水の５９ページの内

訳と重なるため、ここでの説明は割愛させてい

ただきます。 

 次に、下水の８８ページとなります。 

 ２の費用の明細から簡単に説明いたします。 

 １款下水道事業費用は６億９,５１１万７,２

７８円で、前年度と比較して５１９万１,３９７

円増加し、増減率は０.１％の増となっておりま

す。 

 １項営業費用は６億３,４１４万９,６６４円

で、各費目内訳ですが、１目処理場費は、大沼

下水浄化センターの維持管理に要する経費で７,

８９８万８,５３５円となっております。 

 主な支出は、維持管理業務委託料、施設の修

繕費等となっております。 

 次に、２目管渠費は、汚水管、マンホール、

ポンプなどの維持管理に要する費用で１,６３０

万９,４７９円となっております。 

 主な支出は、委託料、修繕費、動力費等と

なっております。 

 次に、３目流域下水道管理費は、函館湾流域

下水道の維持管理に係る負担金で８,２５５万

８,９５４円となっております。 

 次に、下水８９ページの４目業務費は、下水

道使用料及び受益者負担金の調定などに要する

費用で１,１９６万６６６円となっており、主な

支出は、検針委託料、会計年度任用職員給与、

負担金等となっております。 

 次に、５目総係費は、下水道事業活動の全般
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に関連する経費で２２６万６,２０４円となって

おります。主な支出は、庁舎使用等による光熱

費、通信費、企業会計システム利用料などと

なっております。 

 次に、下水９０ページ、６目職員給与費は、

職員４名分の給与、法定福利費等で２,９４５万

７,８８１円となっております。 

 ６目減価償却費は、有形・無形固定資産の減

価償却費で４億８９３万１,５７１円となってお

ります。 

 ７目資産減耗費は、先ほどの水道事業と同じ

で計上しておりますが、固定資産の除却費とし

て３６７万６,３７４円となっております。 

 次に、２項営業外費用は６,０８９万６,２２

６円で、内訳、支払利息の企業債利息、雑支

出、先ほど説明した会計間調整交付金６０７万

円、特定収入、消費税相当分等を計上しており

ます。 

 次に、３項特別損失は、過年度損益修正損

で、前年度以前の損益の修正で、損失の性質を

有するものを計上しており、この内容は、下水

道使用の過年度還付金で８件、７万１,３３８円

となっております。 

 次に、９１ページ、資本的収支明細書でござ

いますが、１の収入の明細では、資本的収入が

２億７,８６３万１,１７６円、前年度と比較し

て２,４７６万８,５０５円の増加、増減率は９.

８％の増となっております。 

 収入の内訳では、１項企業債が５,４２０万円

で、前年度と比較して２,２２０万円の増。 

 ２項出資金は１億７,９６７万８３９円で、前

年度と比較して２,９１２万９,４５２円の減。 

 ３項補助金は３,８２１万６,５３７円で、前

年度と比較して３,１１６万１,６４８円の増。 

 ４項負担金等は６５４万３,８００円で、前年

度と比較して５３万６,３０９円の増となってお

ります。 

 次に、下水９２ページです。２番、支出の明

細ですが、資本的支出は４億７,５２６万１,７

５６円で、前年度と比較して５６８万９,４５９

円の増加、増減率は１.２％の増となっておりま

す。 

 支出の内訳では、決算額は９,０２６万６,３

２５円で、前年度と比較して４,８９１万３,９

７９円の増。 

 ２項企業債償還金は３億８,４９９万５,４３

１円で、前年度と比較して４,３２２万４,５２

０円の減となっております。 

 なお、この償還金に対して１,０２４万円は、

繰上償還分を含んでおります。 

 ここまでが収益費用と資本的収支の明細でご

ざいます。 

 この後のページの固定資産、企業債明細書に

つきましては、前段で説明したものもございま

すので、ここでの説明は省略させていただきま

す。 

 最後に、決算書、下水１０４ページ、１０５

ページは、参考でありますが、七飯町下水道事

業の経営分析、財務分析表を掲載しております

ので、参考までに後ほど御覧いただければと思

います。 

 以上で、令和３年度七飯町下水道事業会計決

算の概要についての説明を終わります。 

 続きまして、資料要求について説明いたしま

す。 

 指定された共通様式で説明させていただきま

す。 

 ナンバー２、８款土木費４項都市計画費３目

公共下水道費は、下水道事業会計へ一般会計か

らの繰出金２億９,０００万円となっており、前

年度比で６,０００万円の減でございます。 

 具体的な内容としましては、雨水処理負担金

から始まって他会計出資金、４条までの部分で

あり、詳細については、事業決算の具体的な内

容などを御参照願います。 

 指定様式３の収入未済額の状況ですが、表の

上段は現年度分の内訳で、下水道使用料、雑収

益、道補助金、他会計補助金、工事施工収入

で、令和３年度調定等から発生した収入未済額

は５,２７５万９,１８１円で、前年度と比べて

３３８万７,０８６円の増となっております。 

 表の下段は、滞納繰越分の状況ですが、収入

未済額は全て下水道料金となります。一番下の

合計の欄でございますが、調定額合計４,１４８
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万６,３４６円から収入額合計４,０６６万９,３

３４円と、不納欠損額合計２２万５,７１０円を

差し引いた５９万１,３０２円が収入未済額とな

ります。年度別の内訳については記載のとおり

となっております。 

 次のページ、様式４の不納欠損処分の状況で

ございます。事由別では、生活困窮、居所不

明、本人死亡等による事由で、８９件、２６

人、金額２２万５,７１０円の不納欠損処分を

行っております。 

 なお、法的根拠につきましては、いずれも地

方自治法第２３６条、金銭、債権の消滅時効に

よるものでございます。 

 以上で、提出した資料の説明を終わらせてい

ただきます。よろしく御審議賜りますお願いい

たします。 

○平松委員長 御苦労さまでした。 

 これより、質疑を行います。ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○平松委員長 以上で、上下水道課に対する審

査を終了します。 

 上下水道課長、御苦労さまでした。 

 暫時休憩いたします。 

午後 ３時２３分 休憩 

────────────── 

午後 ３時２５分 再開 

○平松委員長 休憩以前に引き続き、再開いたし

ます。 

 上下水道課長の説明、追加がありますのでお

願いいたします。 

○池田上下水道課長 下水道使用料改定に伴う収

入見込額及び今後の見通しという情報提供資料を

お手元にお配りさせていただきました。 

 それでは、説明に入る前に、下水道使用料に関

する補正提案の際の質問に対し、説明が不足して

いたことについて、町民の皆様、委員の皆様にお

わび申し上げます。 

 また、このような貴重な時間を提供いただきあ

りがとうございます。 

 なお、これから説明する内容については、先ほ

どの令和３年度下水道事業の決算は関係がないこ

とをあらかじめ申し添えさせていただきます。 

 それでは、表題、下水道使用料改定に伴う収入

見込額及び今後の見通しに関する情報提供資料で

すが、簡単に説明しますと、下水道使用料の収入

並びに第３回定例会で上程できなかった下水道事

業に関する費用について、第４回定例会以降に補

正していくという考え方についての説明資料とな

ります。 

 まずは、下水道使用料の増収見込みの考え方に

ついてですが、イにありますとおり、令和４年度

下水道使用料改定、令和４年１０月分に伴う増収

見込額その１に関して、記載のとおり、経済産業

常任委員会提出資料、令和４年１月１８日。 

 ２番、使用料の積算根拠及び増収見込額より、

令和２年度決算額における下水道使用料を用い推

計すると１年間で９,２００万円程度の増収となる

と標記されておりました。 

 次に、こちらが大事なのですが、ロの見込額そ

の２、七飯町議会令和４年第３回定例会、令和４

年度七飯町下水道事業会計補正予算(第２号)、下

水道補正といいますが、提案時の考え方となりま

す。 

 令和２年度ではなく令和３年度、直近のデータ

を基に試算をしております。ですので、９,２００

万円から８,８５８万５,０００円に増収額の幅が

変更となっております。 

 次に、この８,８５８万５,０００円を単純に１

２で割るのではなく、実際に調定水量に基づく試

算であるデータの数値、２,９６２万円を下水道補

正の考え方の基本としております。 

 次に、ニに、２,９６２万円のうち、補正額は

２,０００万円だったことについての説明が不足し

ておりました。先ほどもおわび申し上げました

が、重ねておわび申し上げます。大変申し訳あり

ませんでした。 

 それでは、収入増となる見込みの９６２万円、

残りの部分について、収入、支出に関する事項と

して、１から４の項目で列記させていただいてお

ります。補正策定時には詳細な金額が確定されて

おりませんでしたので、これらの点についても１

２月開催の第４回定例会までに必要な予算を精査

し、議会に対して予算補正を提案する予定でござ

います。 



－ 42 － 

 以上、簡単ではございますが、情報提供資料の

説明となります。 

 以上でございます。 

○平松委員長 ありがとうございます。 

 何か質疑ありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○平松委員長 ないようですね。 

 課長、ありがとうございました。 

 それでは、暫時休憩いたします。 

午後 ３時２８分 休憩 

───────────── 

午後 ３時２９分 再開 

○平松委員長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 明日の審査の流れを説明いたします。 

 教育委員会の審議の後、今年度の決算審査に

おいて、町長総括質問を行うかどうかをお諮り

します。 

 町長総括質問を行う場合は、１５日木曜日の

午後からとなりますので、明日、質疑内容の確

認を委員の皆様と行いますので、各自で質疑内

容をそれぞれ考えてきてください。１５日、町

長総括後に、決算認定について採決となりま

す。 

 町長総括を行わないと決定した場合は、明日

の審査終了後に採決となります。 

 以上、お知らせをいたします。 

 お諮りいたします。 

 本日予定しておりました審査は全て終了いた

しました。 

 本日は、これをもって終了したいと存じます

が、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○平松委員長 異議なしと認めます。 

 よって、本日は、これをもって終了いたしま

す。 

 御苦労さまでした。 

午後 ３時２９分 散会 
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